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Ⅰ 現況及び特徴 

 

佐賀大学理工学部の母体である佐賀大学文理学部を 1949 年に設置した。1966 年、文理学部を改組し

理工学部５学科（数学科、物理学科、化学科、機械工学科、電気工学科）を設置した。1975 年に佐賀大

学工学研究科を設置、1983 年に工学研究科修士課程を改組し、理工学研究科修士課程が設置され、理工

融合の高度な教育研究を行う礎が築かれた。1991 年、理工融合の研究及び教育理念に基づき、理工学研

究科を改組し工学系研究科（博士前期課程・後期課程）を設置した。1997 年理工学部を改組し、７学科

(数理科学科、物理科学科、知能情報システム学科、機能物質化学科、機械システム工学科、電気電子工

学科、都市工学科)を設置した。2010 年４月に工学系研究科博士前期課程を８専攻（数理科学専攻、物

理科学専攻、知能情報システム学専攻、循環物質化学専攻、機械システム工学専攻、電気電子工学専攻、

都市工学専攻、先端融合工学専攻）に改組し、また、工学系研究科博士後期課程をシステム創成科学専

攻に改組した。2019 年４月に理工学部７学科を改組し、１学科（理工学科）とした。加えて、工学系研

究科博士前期課程を改組し、理工学研究科理工学専攻の１専攻 10 コースとした。さらに、2021 年４月

に工学系研究科博士後期課程を改組し、理工学研究科博士後期課程の設置をした。2023（令和 5）年 4

月からは、文科省ほかの第三者による外部評価と承認を得て、理工学部に「データサイエンスコース」

を新設し、データサイエンス人材の育成体制の整備を行った。また、「令和 5 年度大学・高専機能強化

支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）」にも選定され、令和 6 年度から理

工学部の入学定員が 30 名増員された。さらに、女子枠入試が令和 7 年度から導入されることが決定し

ており、これにより多様な人材の確保が期待されている。さらに、大学院でも令和 10 年度から入学定

員を 20 名増員し、研究科全体の研究・教育力を強化する。 

 

理工学部では、学生に自律的に学ぶ姿勢、原理・原則を理解する力、アイデア創出能力、問題発見能

力、課題設定能力、構想力、モデル化能力、課題解決・遂行能力を身に付けさせ、産業構造の変化に柔

軟に適応できる幅広い教養と理工学基礎力を土台として、複眼的視点・俯瞰的視野から社会の広い分野

で活躍できる科学・技術の専門的素養を持つ人材を養成するために、１学科 12 コースによる教育プロ

グラムを提供している。なお、2023（令和 5）年度の「データサイエンスコース」新設に伴い、理工学

科を 5 部門（数理・情報、化学、物理学、機械工学、電気・電子工学および都市工学）、13 コース（数

理サイエンス、データサイエンス、知能情報システム工学、生命化学、応用化学、物理学、機械エネル

ギー工学、メカニカルデザイン、電気エネルギー工学、電子デバイス工学、都市基盤工学、建築環境デ

ザイン）に改めた。 

 

理工学研究科では専門分野ごとのコース制を採ることで、教育実施体制を柔軟に構築し、さらに、教

育や研究指導において専門分野間の連携を容易に図ることができる環境を作り、コース内で専門分野に

ついての高度な知識や技術を身に付けると同時に、専門分野の枠を越えた内容を自らのキャリアデザイ

ンに基づき自主的に学ぶことができる。さらに、理工学研究科、先進健康科学研究科と農学研究科が協

力して教育を実施することで、異分野の知識や考え方を含んだ、分野の枠を越えた視点や実践力を身に

付けることができる。 

工学系研究科博士後期課程では、理工学部や各センター所属の教員に加えて、教育学部や経済学部な

どの文科系学部教員も参加して教育に当たっている。 

理工学部・理工学研究科・工学系研究科の研究の特徴として、バックグラウンドの異なる教員による

活発な交流が挙げられる。その結果、共同研究として新たな研究分野を立ち上げるなど、「理工融合」を

活かした多くのプロジェクト研究が芽吹いている。このように、「理工融合」に基づく柔軟な研究組織を

構成できるところに理工学部・理工学研究科・工学系研究科の優位性がある。この優位性は、基礎的分



 
 

野から社会実装可能な応用分野にいたる幅広い研究を可能にさせている。さらに、常に社会情勢を鑑み、

かつステークホルダーの要望と期待に沿う改革を進める努力を続けている。 
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Ⅱ 目的 

 

理工学部の目的は、佐賀大学理工学部規則第 1 条の 2 に定められており、理工学部理工学科の各コー

スの目的は、同第 1 条の 4 に定められている。その趣旨は、学校教育法第 83 条「大学は、学術の中心

として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を

展開させることを目的とする。」ならびに同第 83 条の 2「大学は、その目的を実現するための教育研

究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」に合致して

いる。  

理工学研究科の目的は、佐賀大学大学院理工学研究科規則第 2 条に定められており、理工学研究科理

工学専攻の各コースの目的は、同第 3 条の 2に定められている。その趣旨は、学校教育法第 99 条「大

学院は、学術の理論および応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業

を担うための深い学識および卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。」に合致

している。 

工学系研究科の目的は、佐賀大学大学院工学系研究科規則第 1 条の 2 に定められており、工学系研究

科博士後期課程専攻の目的は、同第 1 条の 4に定められている。その趣旨は、学校教育法第 99 条「大

学院は、学術の理論および応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業

を担うための深い学識および卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。」に合致

している。 
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Ⅲ 教育の水準の分析（教育活動及び教育成果の状況） 

 

分析項目Ⅰ 教育活動の状況 

 

A. 教育の国際性 

理工学部 

○ 佐賀大学では、学生に明確な学習目標を与え、自律的かつ持続的な学習を促し、英語教育の改善及

び教育の質保証に資するために、平成 25 年度以降の入学者全員を対象に、１年次及び２年次に英語能

力試験として TOEIC-IP テストを実施している。令和 4 年度実施の理工学部 1 年次の平均は 381.2 点（対

面式）、2 年次の平均点は 402.6 点（オンライン）で、10 年前の平成 25 年度実績（理工学部１年次の平

均点は 345 点、2 年次の平均点は 367 点）と比較して、着実に伸びている。途中、コロナ禍の影響でオ

ンラインでの開催もあったものの、大学生に求められる英語力の達成状況を把握・検証しつつ、グロー

バル社会における英語の必要性とモチベーション向上につながっているものといえる。また、理工学部

後援会の全面的なサポートのもとで、3 年生を対象に TOEIC-IP テストを実施している。令和 5 年度の平

均点は 405 点で、令和 4 年度（405 点）に比べ、得点及び受験率（66.9％→73.6％）の向上が見られた。

学生の国際的な意識を高め、学部学生に対する英語教育の質保証を担保するうえでも、引き続き、必要

な取り組みと考えている。 

・根拠資料 III-I-A-1（理工学部）R5 年度全学統一英語能力テスト(TOEIC)の結果 

・根拠資料 III-I-A-2（理工学部）R5 年度理工学部後援会主催 TOEIC-IP テスト（受験結果） 

○ 理工学部では SPACE-E 学生など外国人特別聴講学生向けに英語での授業として、「Introduction to 

Science and Engineering A（理工学紹介 A）」、「Introduction to Science and Engineering B(理工学

紹介 A)」の開講している。また、英語による基本教養科目として、外国人留学生だけでなく日本人学生

向けに「Introduction to Science」を開放講義として開講している。2023 年度に理工学部で受け入れ

た SPACE-E 学生は 1 名、外国人特別聴講生は 3 名であった。 

・根拠資料 III-I-A-3（理工学部）2023 年度 理工学紹介 Aシラバス 

・根拠資料 III-I-A-4（理工学部）2023 年度 理工学紹介 Bシラバス 

・根拠資料 III-I-A-5（理工学部）2023 年度 Introduction to Science シラバス 

○ 佐賀大学理工学部長表彰を授与された成績優秀者で構成される学部公認の学生による国際交流活

動組織 STEPs があり、海外の大学や研究所等での研修、外国人留学生との交流会、English Time におけ

る各テーマについて英語のみでの発表会、理工学部を訪問される外国からの教員や学生の応対などの活

動を行っている。令和 3 年度までの国内研修の形で活動を行っていたが、令和 4年度から海外研修を再

開した。令和 5 年度は 8 月 25 日（金）～31 日（木）にオーストラリアを訪問し、サザンクイーンズラ

ンド大学（USQ）とグリフィス大学の先生方及び学生達との親睦を深めた。 

・根拠資料 III-I-A-6（理工学部）STEPs at Saga University R5 活動報告←格納済 

○ 生命化学コースおよび応用化学コースでは、TOEIC-IP の成績向上を目的に「化学基礎英語Ⅱ」で

TOEIC 専門講師を毎年継続して任用している。 

・根拠資料 III-I-A-7（理工学部）令和 5 年度化学基礎英語Ⅱシラバス 

 

理工学研究科・工学系研究科 

○ 理工学研究科では、AI やデータサイエンスによる技術革新に貢献するグローバルな研究者や技術者

の育成を目指した新たな高度人材育成プログラム（EPAD）設置の承認が文科省から得られ、令和 4 年 10

月から博士前期および博士後期課程の学生募集を開始した。EPAD の博士前期課程には、理工学研究科の

データサイエンスコース、知能情報工学コース、機械エネルギー工学コース、機械システム工学コース、



5 
 

電気電子工学コース、先進健康科学研究科の生体医工学コースの教員が参画している。また、博士後期

課程プログラムは、理工学研究科の数理・情報サイエンスコース、機械・電気エネルギー工学コース、

バイオ・マテリアルエンジニアリングコースの教員が参画している。EAPD の設置により、国費留学生の

配置枠 6 名（博士後期課程 4 名、前期課程 2 名）に対して、令和 5 年度の国費留学生志願者数は 13 名

（博士後期課程 9 名、前期課程 4名）で、募集定員を超える応募があった。 

・根拠資料 III-I-A-8（理工学研究科・工学系研究科）EPAD・EPAT 10 月入学博士前期課程（外国人留 

学生－在外）募集要項 

・根拠資料 III-I-A-9（理工学研究科・工学系研究科）EPAT・EPAT 10 月入学博士後期課程（外国人留 

 学生－在外）募集要項 

○ 理工学研究科では、外国人優先配置プログラムとして運用してきた「環境・エネルギー科学グロー

バルプログラム」（PPGA）や令和 5年 9 月に学生の受入れを終了する（EPGA）に代わる新たな外国人留学

生の受け皿として、高度人材育成を発展させた大学院 ASEAN と日本の共発展を目指す T 型高度人材育成

特別プログラム（EPAT）の設置承認が文科省から得られ、令和 5 年 10 月から学生の受け入れを開始し

た。この取り組みは、環境・エネルギー・資源に関する専門的研究開発能力と AI・データサイエンスを

併せ持つ「T字型の高度人材」を育成するもので、環境分野における国際性や人材育成とともに国の AI

戦略 2019 やステークホルダーである地元企業との意見交換に基づくものである。EAPD の設置により、

国費留学生の配置枠 8名（博士後期課程 5 名、前期課程 3 名）に対して、令和 5年度の国費留学生志願

者数は 20 名（博士後期課程 10 名、前期課程 10 名）で、募集定員を超える応募があった。 

・根拠資料 III-I-A-8（理工学研究科・工学系研究科）EPAD・EPAT 10 月入学博士前期課程（外国人留 

学生－在外）募集要項 

・根拠資料 III-I-A-9（理工学研究科・工学系研究科）EPAT・EPAT 10 月入学博士後期課程（外国人留 

学生－在外）募集要項 

○ 理工学研究科では、アジア諸国から優秀な外国人を受け入れ、佐賀大学とアジアの大学や研究所等

と国際交流協定に基づいて実施されている共同研究や共同教育を強化し、佐賀大学特有の実質的な国際

活動を発展させるために、戦略的国際人材育成プログラム（SIPOP）を開設している。修了生の多くは母

国に戻り、大学や企業等でリーダー的な役割を担い活躍している。令和 5 年度は 1 名を受け入れた。 

・根拠資料 III-I-A-10（理工学研究科・工学系研究科）これまでの SIPOP 入学者等の推移 

・根拠資料 III-I-A-11（理工学研究科・工学系研究科）佐賀大学大学院戦略的国際人材育成プログラム

(SIPOP)サブジェクトガイド 

○ 理工学研究科では、令和 3 年度から短期留学プログラムの充実を図るため、これまで学部生を対象

とした短期留学プログラム（SPACE-E）を大学院生に拡張させた SPACE-SE（大学院博士前期課程・後期

課程を対象）を新たに設置し、積極的に留学生の受け入れを行い、講義や自主研究を担当している。令

和 4 年度に SPACE-SE 学生としての特別研究学生は 1 名であったが、令和 5 年度は SPACE-SE 学生として

の新規受け入れが４名あった。 

・根拠資料 III-I-A-12（理工学研究科・工学系研究科）20232 年度佐賀大学大学院 SPACE-SE 募集要項 

○ 理工学研究科（平成 30（2018）年までは工学系研究科）では、理工学部後援会主催で博士前期課程

１年生を対象に TOEIC-IP テストを実施している。ここ 5 年間の参加人数（理工全体の受験率）及びス

コア平均は、平成 31（2019）年 38 名（24％）470 点、令和 2（2020）年 49 名（29％）432 点、令和 3

（2021）年 52 名（31.5％）486 点、令和 4（2022）年 39 名（23.1％）495 点および令和 5（2023）年 47

名（25.4％）505 点であった。令和 5 年度の受験率が前年度比で上昇し、平均点はここ 5 年間で最も高

い値となった。引き続き、本取り組みを通して、院生の国際的な意識向上をサポートとする取り組みの

継続が必要と思われる。 

・根拠資料 III-I-A-13（理工学研究科・工学系研究科）R5 年度後援会主催 TOEIC-IP 受験一覧 
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○ グローバル人材育成教育の一環として、工学系研究科では学術交流協定を結んでいる海外の大学と

の間で国際パートナーシップ教育プログラムを実施し、正課の科目として、大学院生が英語で講義を受

講する、あるいは英語で研究成果を発表するなど国際コミュニケーション主体の教育を行い、国際性と

コミュニケーション力を養っている。各プログラムの参加学生は、５～10 名程度である。ここ 3 年間の

パートナー機関は、令和 3（2021）年度が遼寧大学（中国）、延世大学（大韓民国）、武漢大学 電気及び

自動学院（中国）、ランブンマンクラット大学・ハサヌディン 大学（インドネシア）、カントー大学（ベ

トナム）、令和 4（2022）年度が遼寧大学（中国）、延世大学（大韓民国）、武漢大学 電気及び自動学院

（中国）、ランブンマンクラット大学・ハサヌディン 大学（インドネシア）、カントー大学（ベトナム）、

国立勤益科技大学（台湾）、令和 5（2023）年度が遼寧大学（中国）、延世大学（大韓民国）、台湾国立勤

益科技大学（台湾）、武漢大学（中国）、ハサヌディン大学（インドネシア）他 4大学、国立建築都市計

画学院カルタゴ大学（チュニジア）他 3 大学である。 

・根拠資料 III-I-A-14（理工学研究科・工学系研究科）国際パートナーシップ教育プログラム実施報告 

〇 例年、国立研究開発法人科学化学技術振興機構（ＪＳＴ）さくらサイエンスプログラムプランの採

択により、海外からの学部生や大学院生の短期留学生および教員を受け入れている。令和 5 年度は理工

で２件採択され、対面で実施した。 

・根拠資料 III-I-A-15（理工学研究科・工学系研究科）令和 54 年度さくらサイエンスプログラムの採 

 択結果 

・根拠資料 III-I-A-16（理工学研究科・工学系研究科）令和 54 年度さくらサイエンスプログラム実施 

報告 

 

B. 地域連携による教育活動 

理工学部、理工学研究科・工学系研究科 

○ 佐賀大学理工学部と佐賀県高等学校教育研究会工業部会は、相互の教育に関し連携協力するため、

協定を締結している。本協定に基づいて、学生の工業系高校へのインターンシップや教育実習を実施し

ている。ステークホルダーに当たる工業系高等学校担当者と学部長・副学部長及び部門長を交えた進学

懇談会を開催した。インターンシップは実施していないが、教育実習については２名が実施している。 

・根拠資料 III-I-A-17（理工学部）佐賀大学理工学部と佐賀県高等学校教育研究会工業部会高大連携に 

関する協定書 

・根拠資料 III-I-A-18（理工学部）佐賀大学理工学部と工業系高等学校との進学懇談会の開催について 

○ 佐賀県立致遠館高等学校のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業に対して、第１期から第

３期まで継続的な高大連携活動として取り組んでおり、令和 4 年度からの第 4 期も同校からの依頼で、

積極的にサポートをしている。とくに、第 4期では、これまでの関心の高い科目への指導ではなく、志

望学部をベースとした研究分野に沿った指導要望に沿って、理工学部各部門から教員が高校を訪問して

生徒の相談に乗るとともに、アドバイスを行う課題研究指導に携わっている。各教員は、分野の講義に

関して講義を行う Speciallized Field seminar、 大学訪問実験を担当する Speciallized Laboratory 

Visit を担当している。また、課題研究に入る前の高大接続講座「リサーチセミナー」でも理工学部の

教員が研究分野紹介として講義を担当している。これらの活動は、同校の第 1～3 期の SSH 事業をベー

スとした理工学部の高大連携活動が大きく貢献している。 

・根拠資料 III-I-A-19（理工学部）令和 5 年度致遠館高校 SSH 研究開発実施報告書(抜粋)  

○ 不登校支援機関の適応指導教室「くすの実」にて理工学部の教員と工学系研究科及び先進健康科学

研究科の大学院生、理工学部機能物質化学科の学生らにより、長年にわたる理科実験教室支援活動を実

施している。これは、佐賀市教育委員会の不登校支援機関である適応指導教室「くすの実」の要請によ

り、理科への興味をきっかけに子供達の就学意欲の芽生えを目的に行なっているもので、大学が支援す
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る不登校支援機関での理科実験教室は全国でも数少ない活動として、平成 17 年に当時の工学系研究科 

兒玉 浩明 教授（現佐賀大学長）が始めてから現在まで継続しており、令和 5年で 19 年目となってい

る。 

・根拠資料 III-I-A-20（理工学部）不登校支援機関での理科実験教室（令和 5 年度実施報告） 

○ 高大連携活動の一環として、理系分野に関心がある県内の高校生を対象に、「科学」を発見・探求で

きる多面的な視点を育て、自らが知らなかった自身の適性や興味・関心を見つけることを目的としたカ

リキュラムとして、科学へのとびらを実施している。令和 5 年度に第 8 期生（高校１年生）を募集し、

対面で 3 回実施している。 

・根拠資料 III-I-A-21（理工学部）令和 5 年度「科学へのとびら」第 8 期募集プログラム 

 

C. 教育の質の保証・向上 

理工学部 

○ 「学位授与方針及び教育課程方針に則して、適切な授業形態、学習指導法が採用されていること」に

関連して、開講前にシラバス点検を実施し、全学的に実施しているアクティブ・ラーニングによる教育

手法の記載の有無も確認した。令和 5 年 5 月 9 日の調査の結果、令和 5 年度開講科目のうち、100%の科

目で何らかのアクティブ・ラーニングを導入している。 

・根拠資料 III-I-A-22（理工学部）令和 5 年度開講科目のアクティブ・ラーニング導入状況調査 

○ 「学位授与方針に則して適切な履修指導、支援が行われていること」に関連して、令和 3年度後学期

から新たに導入された「LAP システム」により、従来の「ポートフォリオ学習支援統合システム」を上

回る学修成果の可視化機能を活用することが可能になった。 

・根拠資料 III-I-A-23（理工学部）ライブキャンパス学修ポートフォリオ LAP 活用マニュアル抜粋 

○ チューター指導においては、ライブキャンパス内「LAP システム」の可視化機能の活用により、本人

の振り返りを促している。場合によっては修学上問題の認められる学生のカウンセラー、ソーシャルワ

ーカー等による生活相談への誘導を積極的に行っている。 

○ 授業の内容及び方法の改善を図るためのファカルティ・ディベロップメント（FD）の組織的な取組と

して、令和 5 年度に理工学部主催の FD 講演会を 7回実施している。特に、令和 5 年度では、「配慮が必

要な学生への対応について ～理工学部での戸惑いを考える～」と題して、大学における合理的配慮の

現状等の講演が学生支援室の中島准教授により、6 月開催された。 

・根拠資料 III-I-A-24（理工学部）令和 4 年度 FD 講演会の開催実績および関連資料 

○ 理工学科機械エネルギー工学コース、メカニカルデザインコースでは、技術者教育の改善を図るた 

め、毎年度、卒業生・修了生の通常 2 名（2023 年度 2 名）に両コースの技術者教育プログラムについ

て、外部評価を依頼している。 

・根拠資料 III-I-A-25（理工学部）2023 年度機械工学部門技術者教育プログラムの評価と改善点 

○ 全学教育機構の数理・データサイエンス教育推進室と連携し、令和 3 年度から「数理・データサイエ

ンス・AI（リテラシーレベル）モデルカリキュラム～データ思考の涵養～」に準拠した「佐賀大学デー

タサイエンス教育プログラム（リテラシーレベル）」を理工学部で開始した。また、令和 4 年度からは

「数理・データサイエンス・AI（応用基礎レベル）モデルカリキュラム～AI×データ活用の実践～」に

準拠した「佐賀大学データサイエンス教育プログラム（応用基礎レベル）」も理工学部で開始した。さら

に、令和 5年 4 月からは、理工学部に新たにデータサイエンスコースを設け、25 名の学生の受け入れ枠

を設けた。また、「令和 5 年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強

化に係る支援）」にも選定され、令和 6 年度から理工学部の入学定員が 30 名増員された。さらに、女子

枠入試が令和 7 年度から導入されることが決定しており、これにより多様な人材の確保が期待されてい

る。さらに、大学院でも令和 10 年度から入学定員を 20 名増員し、研究科全体の研究・教育力を強化す
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る。 

・根拠資料 III-I-A-26（理工学部）佐賀大学データサイエンス教育プログラムリーフレット 

・根拠資料 III-I-A-27（理工学部）データサイエンスコースの設置資料 

・根拠資料 III-I-A-28（理工学部）成長分野 広報情報 

 

理工学研究科・工学系研究科 

○「学位授与方針及び教育課程方針に則して、適切な授業形態、学習指導法が採用されていること」に

関連して、開講前にシラバス点検を行い、全学的に実施しているアクティブ・ラーニングによる教育手

法の記載の有無も確認した。令和 5 年 6 月 9 日の調査の結果、令和 5年度開講科目のうち、99.67%の科

目で何らかのアクティブ・ラーニングを導入している。 

・根拠資料 III-I-A-29（理工学研究科・工学系研究科）令和 5 年度開講科目のアクティブ・ラーニング 

導入状況調査 

○ 教育課程方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること」に関連して、ルー

ブリック評価が一部の科目で実施され、修士論文発表等に関するコモンルーブリックを活用した教育研

究の評価が一部施行された。また、部門毎で修士論文のルーブリック評価項目と評価基準を確認し、学

会発表の評価方法についても検討した。 

・根拠資料 III-I-A-30（理工学研究科・工学系研究科）令和４年度第 9 回理工学研究科・理工学部教務 

委員会議事録 

○ ポートフォリオ学習支援統合システムを利用し、研究指導計画、学生の実績報告、経過評価を半期

ごとに可視化し、それぞれの振り返りによる質の向上を目指している。 

 

D. 学際的教育の推進 

理工学部 

○ 理工学部では、2019 年度の改組後、理工学に関する幅広い視点での課題解決能力を身に付けさせる

教育プログラムとして、学部共通基礎科目、学部共通専門科目およびコース類共通専門科目を設定して

いる。その中でも、学部共通基礎科目として設定した「サブフィールド PBL」では、異分野の学生と協

働したグループワークなどを通し、複眼的な視点からの能力育成につなげている。 

・根拠資料 III-I-A-31（理工学部）令和 4 年度「理工学部で何を学ぶか」一部抜粋 

○  2019 年度から、幅広い教養、科学の基礎となる理論体系、論理的方法論等を身につける教育を展開

するため理工学科として改組し、理工系人材のリテラシーとして「数学」、物理」、「化学」、「データサイ

エンス」に加えて、「生物」の学力保証のため、学部共通教育として科目「生物学概説」を農学系の教員

とともに開講した。専門教育では理工医農の学際的教育を担う先進健康科学研究科への進学も考慮し、

生物系に重点を置いた「生命化学コース」のカリキュラム設計をしており、生物及び化学の双方に見識

のある学生の輩出を目指している。 

 

理工学研究科・工学系研究科 

○ 佐賀大学の全ての研究科が連携し大学院教養を意図して、大学院教養教育プログラムを開設してい

る。「研究・職業倫理特論」、「情報セキュリティ特論」、「データサイエンス特論」の必修科目に加えて、

グローバル社会において必要な英語及び文化、科学技術者として必要な倫理及び人権、企業人として必

要なキャリア教育等を学ぶ選択科目からなり、これらの科目の中から４単位の選択必修となる。 

○ 企業人及び研究者として分野の枠を越えた視点及び科学的試行を養うことを目的として、理工学研

究科、先進健康科学研究科、農学研究科との間で連携して自然科学系研究科共通科目を開設している。

授業科目は、必修科目である「創成科学融合特論」、「創成科学 PBL 特論」、「知的財産特論」、及び選択
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科目である「創成科学インターンシップ S」、「創成科学インターンシップ L」と各研究科の専門内容に

関する科目群からなり、これらの科目の中から８単位の選択必修となる。 

・根拠資料 III-I-32（理工学研究科・工学系研究科）令和 4 年度佐賀大学理工学研究科履修案内大学院

教養教育プログラム自然科学系研究科共通科目抜粋 

◯ システム創成科学専攻では、工学系研究科や各センター所属の教員に加えて、教育学部や経済学部

などの文科系学部教員も参加して博士後期課程の教育に当たっている。 

◯ 工学系研究科では、「研究科特別講義」や「総合セミナー」において、学生の専門分野のみならず、

様々な分野の教員・学生が一堂に会し、教員・学生間や学生相互間で議論を行っている。 

 

E. リカレント教育の推進 

理工学部 

◯ 理工学部では、佐賀大学科目等履修生規程に定めるところにより、科目等履修生を受け入れている。

令和 5 年度は７名の学外科目等履修生を受け入れた。 

・根拠資料 III-I-A-33（理工学部）佐賀大学科目等履修生規程 

 

〇優れた点・特色ある点 

 

〇改善すべき点 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし 

 

 

 

 □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

理工学部では、入学後に幅広い分野の大学教育に触れながら、自らの適性や関心などに基づき、

段階的に理学・工学分野の13の専門コースの中からコース選択ができる仕組みを導入している。 

・教育の国際性では、TOEICといった外部検定試験による英語教育の質保証と推進、学生による国

際交流活動組織STEPsのサポート、外国人留学生を積極的に受け入れためのプログラムなどを継続

的に実施している。 

・地域連携による教育活動では、高大連携活動、科学のとびら、不登校支援活動など、長年にわた

り、ステークホルダーである地域の要望に応じた活動を積極的に実施している． 

・教育の質の保証・向上では、LAPシステムを活用した学生への的確な学修指導、アクティブ・ラー

ニングの100％導入、地域社会の要請に応じたデータサイエンス教育の充実を進めている． 

・学際的教育の推進では、幅広い視点での課題解決能力育成として、学部共通基礎教育、学部共通

専門教育などを学部全教員で取り組むとともに、サブフィールドPBLで複眼的な視点での能力育成

を図っている。 

・「令和5年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支

援）」にも選定され、令和6年度から理工学部の入学定員が30名増員された。さらに、女子枠入試が

令和7年度から導入されることが決定しており、これにより多様な人材の確保が期待されている。

さらに、大学院でも令和10年度から入学定員を20名増員し、研究科全体の研究・教育力を強化する。 
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分析項目Ⅱ 教育成果の状況 

 

A. 卒業（修了）時の学生からの意見聴取 

理工学部の卒業予定者に対する全学的な共通アンケート等において、学習成果に関連した設問項目に

対して肯定的な回答が多い。例えば、「学部の専門分野に偏りすぎない幅広い教養が身に付きましたか」

と「課題を設定して探求する能力が身に付きましたか」の設問について、それぞれ、86％、91％の学生

がある程度以上身についたと回答している。「佐賀大学の教養教育に満足しましたか」と「佐賀大学の学

部教育に満足しましたか」の設問に対して、それぞれ、82％、93％がある程度満足していると回答して

いる。「佐賀大学の研究室・ゼミでの教育について満足しましたか」と「佐賀大学の大学教育全般に満足

しましたか」の設問に対して、それぞれ、93％、93％がある程度満足していると回答している。本学部

が掲げる幅広い教養と科学・技術の専門的な素養を持ち、社会の広い分野で活躍できる人材を育成する

という目標の達成を支持している。一方、満足をしていない学生も散見しており、学生の希望について

幅広く対応する必要があることも明らかになった。 

理工学研究科修士課程・博士前期課程 2 年生の修了予定者に対する全学的な共通アンケート等におい

て、学習成果に関連した設問項目に対して肯定的な回答が多い。例えば、大学院修了生を対象とする共

通アンケートにおいて、専門的な知識や技能（95％）について、ややできた以上の回答であった。分析

し批判する能力（88％）、プレゼンテーション技術（89％）、資料や報告書を作成する能力（90％）、研

究能力（93％）、課題を探究する能力（92％）、問題を解決する能力（90％）等については、88％以上の

学生が修得を実感している。2022 年度とほぼ同等の結果ではあったが、研究能力や加地を探求する能

力については数値が向上しており、研究科において大切な研究を通じた教育が効果的であることがわか

った。 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-A-1 2023 年度理工学部授業アンケート集計結果 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-A-2 2023 年度理工学研究科授業アンケート集計結果 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-A-3 2023 年度理工学部卒業予定者アンケート集計結果 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-A-4 2023 年度理工学研究科修了予定者アンケート集計結果 

 

B. 卒業（修了）生からの意見聴取 

理工学部・理工学研究科・工学系研究科において、数年に一度を目安に実施している卒業（修了）後

一定期間の就業経験等を経た卒業（修了）生からの意見聴取結果においては、専門的な知識や技術と共

に、それらを実践に活かす能力等の設問項目に対して満足度が高くなっており、本学部が掲げる幅広い

教養と科学・技術の専門的な素養を持ち、社会の広い分野で活躍できる人材を育成するという目標の達

成を支持している。 

2023 年度において、卒業（修了）3年経過後以上の卒業（修了）生に対して、佐賀大学学士力に関す

るアンケートを実施し、回答数は 55 件であった。理工学部において、現在の仕事に満足しているひと

が 84%であった。専門分野に必要とされる基本的な知識・技能について、81%以上が役になっているとい

う回答であった。理工学研究科・工学系研究科で主に学習する内容に関して、専門的な知識や技能につ

いて、71%が役に立っているという回答であり、課題を探求する能力、および問題を解決する能力では、

86%および 86%であり、高い数値であった。社会で活用できる汎用的なスキルについて、76%が役に立っ

ているという回答であった。特に、理工学研究科や工学系研究科における、研究を通じた教育の面で一

定の効果が上がっていると考える。 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-B-1 佐賀大学における就職支援の質保証に関する方針 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-B-2 佐賀大学の卒業生又は修了生を対象としたアンケート実施要領 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-B-3 2023 年度卒業生アンケート調査票 
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・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-B-4  2023 年度修了生アンケート調査票       

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-B-5 2023 年度卒業（修了）後一定年限を経過した卒業(修了)生に対するアンケート結

果 

 

C. 就職先等からの意見聴取 

理工学部・理工学研究科・工学系研究科において、数年に一度を目安に実施している企業アンケート

の結果では、卒業生あるいは修了生が学習の成果として身につけた能力のうち、専門的な知識や技術と

共に、それらを実践に活かす能力等の設問項目に対して満足度が高くなっており、本学部が掲げる幅広

い教養と科学・技術の専門的な素養を持ち、社会の広い分野で活躍できる人材を育成するという目標の

達成を支持している。 

キャリアセンター主導で就職先に対するアンケート様式と実施体制が整備されている。2023 年度は

「合同企業・業界研究セミナー」に参加された企業 120 社を対象とし、アンケートを実施し、有効回収

数 102、有効回答率 85%であった。調査の目的は、企業の新卒採用状況と本学学生の学修成果に対する評

価を把握点検評価し、本学の教育や FD に資することである。調査項目として、１．新卒採用において重

視している能力とその評価方法について、２．佐賀大学の教育（教育への期待と教育成果）について、

３．新卒採用における課題とオンライン化への対応状況について実施された。１の佐賀大学の新卒採用

の重視点おいて、学部および大学院教育への期待について、学部、大学院ともにコミュニケーション能

力、主体性、チャレンジ精神、協調性、専門性、誠実性などの項目が上位に挙がっていた。特にコミュ

ニケーション能力については高いであった。 

学部および大学院の教育への期待について、“チームで特定の課題に取り組む”や“専門分野の知識

を身につける”ことが求められていることが分かった。特に大学院では、“専門分野の知識を身につけ

る”ことが高く求められている。他大学の学生に比べて優れている・劣っていると感じる点について、

コミュニケーション能力、協調性、誠実性などが高く評価されている。劣っている点は特になしの回答

であった。学習目標として、【一般基礎】市民社会の一員として共通に求められる基礎的な知識と技能、

【思考力・行動力】市民社会の一員として思考し活動するための技能、【専門基礎】専門分野に必要とさ

れる基礎的な知識・技能、【課題発見解決】現代的課題を見出し、解決の方法を探る能力、【専門的課題

発見解決】プロフェッショナルとして課題を発見し解決する能力、【協調性と指導力】課題解決につなが

る協調性と指導力、【多文化理解・共生】多様な文化と価値観を理解し共生に向かう力、【倫理観と責任

感】高い倫理観と社会的責任感の 60%程度身に付けているという評価であった。一方、【主体的な社会参

画】地域や社会への参画力と主体的に学び行動する、につい 45%が身に付けているということであり、

主体性について教育する必要があることが明らかになった。 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-C-1 佐賀大学における就職支援の質保証に関する方針 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-C-2 佐賀大学の卒業生又は修了生が就職した企業等を対象とするアンケート実施要領 

・根拠資料Ⅲ-Ⅱ-C-3 令和 5 年度 企業対象調査報告書 
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〇優れた点・特色ある点 

 

 

〇改善すべき点 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

  

・理工学部の卒業予定者に対する全学的な共通アンケート等において、「学部の専門分野に偏りすぎない

幅広い教養が身に付きましたか」（86%)と「課題を設定して探求する能力が身に付きましたか」(91%)、

と肯定的な回答が多い。「佐賀大学の教養教育に満足しましたか」（82%)と「佐賀大学の学部教育に満足

しましたか」(93%）と高い満足度が得られている。「佐賀大学の研究室・ゼミでの教育について満足しま

したか」と「佐賀大学の大学教育全般に満足しましたか」の設問に対して、それぞれ、93％、93％がある

程度満足していると回答している。本学部が掲げる幅広い教養と科学・技術の専門的な素養を持ち、社会

の広い分野で活躍できる人材を育成するという目標の達成を支持している。 

・理工学研究科修士課程・博士前期課程 2 年生の修了予定者に対する全学的な共通アンケート等におい

て、学習成果に関連した設問項目に対して肯定的な回答が多い。大学院修了生を対象とする共通アンケー

トにおいて、専門的な知識や技能（95％）について、ややできた以上の回答であった。分析し批判する能

力（88％）、プレゼンテーション技術（89％）、資料や報告書を作成する能力（90％）、研究能力（93％）、

課題を探究する能力（92％）、問題を解決する能力（90％）等については、88％以上の学生が修得を実感

している。 

・理工学部・理工学研究科、工学系研究科の卒業（修了）後一定年限経過した卒業（修了）生に対するア

ンケート結果から、現在の仕事に満足しているひとが 84%であった。専門分野に必要とされる基本的な

知識・技能について、81%以上が役になっているという回答であった。理工学研究科・工学系研究科で主

に学習する内容に関して、専門的な知識や技能について、71%が役に立っているという回答であり、課題

を探求する能力、および問題を解決する能力では、86%および 86%であり、高い数値であった。 
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Ⅳ－Ⅰ 研究に関する状況と自己評価 

 

A．基本理念 

人類の継続的な繁栄を実現するためには、高度科学技術の発展が不可欠である。大学の使命は、科学

技術の健全な発展を通して豊かな社会生活の実現と世界平和に寄与することである。 佐賀大学理工学

部・ 理工学研究科・工学系研究科は、既存の枠組みに捉われない理系と工系の学科・専攻からなる教育

研究組織を配置し(理工融合)、自由な発想に基づく原理的な発見を基礎として人類に有効な技術を確立

し、 社会の要請に基づく諸問題を解決し(社会に開かれた大学)、広く地域や国際社会に還元すること(国

際性)を目指している。  

 

B．研究目的 

（１）基本方針  

上記の基本理念を達成するためには、学部・研究科を構成する各教員の研究に対する意欲・熱意を維

持し、質の高い研究成果を生み出す必要がある。このためには、教員個人の自由意志の尊重と研究環境

の 整備が不可欠である。理工学部・理工学研究科・工学系研究科では、研究に取り組む基本方針を以下

のように定める。 

① 教員の自由な発想に基づく基礎的・基盤的研究の推進 

② 地域・社会の要請に基づく実用研究の推進 

③ 学部・研究科の資源を活用した独創的プロジェクト研究の推進  

（２）達成しようとする基本的な成果  

高度科学技術時代に対応できる先端的な研究に加えて、基礎的・基盤的研究に積極的に取り組み、国

際的視野にたって質の高い研究成果を生み出すことを達成目標とする。得られた研究成果を社会に還元

するために、研究成果を評価の高い国内外の学術雑誌に投稿するとともに国内外の学会で積極的に研究

発 表を行なう。これらのアウトプットをもって、学問の発展に寄与し、地域社会および国際社会の発展

に貢献する。上記の基本方針及び達成しようとする成果は、佐賀大学の中期目標「目指すべき研究の水

準」及び「研究成果の地域・社会への還元に関する目標」とも合致している。 

（３）研究組織 

佐賀大学理工学部は、上記の基本理念に基づき、1966 年に理系学科と工系学科からなる全国でも数少

ない理工融合型学部として設置された。その後、学科の増設と大学院の設置、幾多の再編を経て、現在、

理工学部 1学科、理工学研究科博士前期課程 1 専攻、理工学研究科博士後期課程 1 専攻になった。この

ほかに、本学部・研究科と連携して独自の研究活動を展開している研究組織(以下、各研究センター)が

ある。  

（４）研究分野  

理工学部・理工学研究科・工学系研究科が取り組む研究は、4 分野からなる。各研究分野は各研究セ

ンターとも強く連携した研究を行なっている。 

１）基礎科学研究  

「数理・情報部門」、「化学部門」、「物理学部門」が中心となり、基礎科学の立場から研究に取り組むと

ともに、その成果の応用を試みている。 

２）地域に根ざした研究  

「化学部門」、「都市工学部門」、「電気電子工学部門」が中心となって、佐賀地域の地勢と環境に配慮し

た研究並びに研究施設を活用した研究を行なっている。  

３）人に優しい情報・生産システムの開発研究  

「数理・情報部門」、「機械工学部門」、「電気電子工学部門」が中心となって、理工学的な視点から人間
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志向と 環境福祉に関する研究を行なっている。 

４）資源・エネルギーの効率的利活用技術の開発研究  

「化学部門」、「機械工学部門」、「電気電子工学部門」、「都市工学部門」が中心となって、地球環境を維 

持し、エネルギー資源を確保するための研究を行なっている。  

 

C．研究の特徴  

理工学部は、昭和 41 年、理学と工学からなる融合学部として発足した。発足当初より学科・専攻間

では、講義の持ち合いや学部・研究科の運営等を通して教員同士の活発な交流が行なわれ、学科によっ

ては再編や統合に発展した。研究面においても、例えば、バックグラウンドの異なる教員が共同研究に

よって新しい研究分野を立ち上げるなど、「理工融合」を活かした多くのプロジェクト研究に基づく研

究組織が芽生えている。このように、学科・専攻の枠を越えた「理工融合」に基づく柔軟な研究組織が

構成できるところに理工学部・ 理工学研究科・工学系研究科の特徴がある。この結果、基礎的分野から

現実的な応用分野 までの幅広い研究分野への対応を可能としている。 

 

D．研究活動における関係者とその期待 

上記の基本理念・目的に照らして、研究活動における関係者とその期待を次のように想定している。 

(a)国内外の大学における当該分野の研究者  

・新しい原理発見や方法論の開発  

・異分野融合につながる学際的な研究への展開 

(b)関連する企業や研究所の技術者・研究者  

・新しい原理発見や方法の開発に基づく技術の企業化や実用化  

・受託研究や共同研究の推進による企業の活性化 

(c)国や地方自治体等の行政機関・研究所  

・高度人材育成による優れた理工学系人材の輩出  

・研究コミュニティの拡張や国際事業への発展 

(d)地域住民および本学学生・大学院生とその保護者  

・研究成果に基づく環境整備や地域雇用の促進  

・社会人としての人間形成や社会活動の継続的支援 
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Ⅳ－Ⅱ 研究の水準の分析（研究活動及び研究成果の状況） 

 

分析項目Ⅰ 研究活動の状況 

 

・研究の実施体制及び支援・推進体制 

○ 本学部・研究科の研究分野に密接に関係する分野の研究センターとして、海洋エネルキー研究所、シ

ンクロトロン光応用研究センターを設置し、センター教員も学部・大学院の教育に参加しており、最

先端の装置・技術により教育研究の先進化を進めている。 

○ リージョナル・イノベーションセンターを設置し、産学・地域連携の窓口とするとともに、URA を配

置して研究成果の紹介や共同研究に向けた調整などを行う体制としている。 

 

・研究活動に関する施策／研究活動の質の向上 

〇 佐賀大学 SDGs プロジェクト研究所による活動 

【ICT まちづくりデザインプロジェクト】 

まちづくりデザインにおいては、近年、ICT を用いた様々な取り組みが行われている。本プロジェク

トは、そのような取り組みにおける地方国立大学の先駆け的存在であり、平成 27（2015）年に ICT 防

災デザインプロジェクトの名称で立ち上げられ、平成 31（2019）年に ICT まちづくりデザインプロジ

ェクトに改称したものである。本プロジェクトでは、歴史的地方都市の過疎化や高齢化が進行している

一方で、その個性豊かな歴史的環境を生かすための景観整備、観光施設整備、安全性の確保等に向けて、

ICT を活用した現代的なまちづくり手法（ここではそれを「ICT 活用型まちづくりデザイン」と呼ぶ）

の構築を目指している。具体的には、①町並みらしさの理解を支援する連続立面評価支援システムの開

発、②受入基盤の弱い歴史的町並みにおける滞在型観光支援システムの構築、③歴史的町並みにおける

ICT 活用型防災研究、の３本柱を大きなテーマとして研究に取り組んでいる。 

 2023 年度には、JSPS 科学研究費 2 件が採択されている中で、査読付き国際会議論文２件、英文ジャ

ーナル１件が採択された。また、査読付き国際論文は Springer Book１本に掲載された。その他、学内

紀要１件、学術講演２本に発表した。さらに、チェンマイ大学に研究留学させた修士学生２名が英文で

修士論文を書き上げて、修士論文審査会で英語で発表して最終試験に合格した。このように、外部資金

の獲得、論文や学会での発表等を精力的に行っており、着実に成果を上げている。 

 

【地域防災減災研究プロジェクト】 

近年の甚大な災害の頻発化と少子高齢化・人口減少社会の到来など解決が困難な課題が山積してい

る。これらの解決のためには分野間の連携が重要である。本研究では令和 3 年度発足の当初、都市工

学の分野間で協働し、総合的な地域の防災・減災方策に関する研究を地域と連携して実施した。しか

しながら、自然災害に関わる事項は多岐に渡るため、令和 4 年度以降、都市工学の範疇を超え、さま

ざまな分野の研究者との連携に発展させた。また、地域との連携を推進するため、国や県、市町、民

間、NPO などの組織と連携し、佐賀県内地域防災研究連絡会議を組織した。プロジェクトメンバーは

地域の防災講演会、シンポジウム、講習会等に参加するとともに、地域治水ワークショップを武雄市

の 3 地区で実施した。これらの取り組みは地域における防災減災研究の拠点化にも繋がると思われ

る。なお、本プロジェクトのメンバーを中心に九州地区国大協防災・環境ネットワーク部会「人材ア

ーカイブ」に本学からさまざまな分野の 14 名の研究者を登録することができた。 

令和 5 年度の成果は以下の通りである。 

著書 1 件、審査付学術論文 2 件、審査付き国際会議論文 1 件、その他（掲載決定論文，国内・国際

講演発表論文）18 件、競争的資金獲得状況 8 件（うち科研 2 件）、審議会委員等 21 件 
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本プロジェクトの具体的な研究成果を以下に示す。 

(1) 都市工学における水工学、地盤工学、都市計画などの分野のそれぞれで研究成果が得られた。具

体的には、気候変動に伴う将来豪雨に対する治水適応策の検討、阿蘇-4 火砕流堆積物の推定と利用、

コンパクトプラスネットワークと災害リスクの関係性に関する研究成果が得られた。 

(2) 農学の分野では、田んぼダムによる雨水貯留効果の評価で成果が得られた。 

(3) 看護学の分野では、効率的な災害看護教育実施のための XR 技術の応用による教育システム開発

に関する研究を開始した。 

本プロジェクトは令和 5 年度末で終了したが、九州地区国大協防災・環境ネットワーク部会「人材

アーカイブ」に登録された様々な分野の研究者のネットワークが学内に構築できた。また、佐賀県内

地域防災研究連絡会議や武雄市地域治水ワークショップは今後も継続して実施していくので、地域と

つながる防災・減災研究を異分野の研究者群と共に地域で展開することにより、超領域の防災・減災

に係る研究が進んでいくと思われる。 

 

【グリーンエレクトロニクスプロジェクト】 

本学が得意とするワイドギャップ半導体をパワー半導体、光半導体、高周波、医工学分野で研究を行

っている。2022 年度には、究極の物性をもち、現在のシリコン半導体より大電力、高効率性能を示すこ

とが理論的に予想されていたダイヤモンド半導体で、本学の発明した新原理構造のパワー半導体素子を

作製し、電力密度で世界最高の 345MW/cm2（他研究機関による従来値は 8MW/cm2）を報告した。この

成果は、様々な報道機関（NHK、佐賀テレビ、RKB、テ東 BIZ、佐賀新聞、西日本新聞、毎日新聞）に

より報道された。一方、同様に、優れたパワー特性が期待されている酸化ガリウムでは、実用化への壁

となっていた、逆方向リーク電流を生じさせる結晶欠陥を、本学独自のエミッション顕微鏡や佐賀県の

シンクロトロン光研究センターでのシンクロトロン X 線トポグラフィー法で、同定することに成功し、

共同研究先の企業で結晶欠陥密度を低減させることに成功した。2023 年度には、ダイヤモンド半導体

を用いたパワー回路を開発し、高速スイッチング、長時間連続動作を実証した。これらの成果により半

導体・オブ・ザ・イヤーを受賞した。また査読付き国際論文を 11 編発表した。令和 6 年 1 月 26 日に第

3 回ダイヤモンドデバイス国際ワークショップを本学で開催し、38 名の参加と 7 件の発表が行われた。 

 

【在来知歴史学研究プロジェクト】 

 本プロジェクトは、日本と中国等近隣諸国の科学技術と経済社会の発展に在来知が果たしてきた役

割を解明し、持続可能な 21 世紀の社会への展望を開くことを目的として取り組みを行っている。 

 当初の計画通り、令和 5（2023）年 10 月に第 12 回在来知歴史学国際シンポジウムを電気通信大学

(東京都調布市)において開催した。①日程： 令和 5 年（2023 年）10 月 21 日～24 日 ②シンポジウ

ム名称： 第 12 回在来知歴史学国際シンポジウム（ISHIK2023） ③討議題目：「科学技術と経済社会

の展開と在来知」④会場： 電気通信大学(東京都調布市) ⑤主催：在来知歴史学会、佐賀大学 SDGs

プロジェクト研究所在来知歴史学研究プロジェクト、清華大学である。 

 プログラム概要として 10 月 21 日 Opening Ceremony、[PresentationⅠ]・中国・日本の経済・産

業・社会の技術革新と在来知（キーワード：経済における伝統と革新、工業革命の展開、産業・貿

易・技術立国、技術移転、農業経済、Global 経済と地域経済、他）。10 月 22 日[PresentationⅡ]・中

国・日本の科学技術と在来知（キーワード：農業技術、土木技術、採鉱と冶金、天文学、医学、数

学、他）[PresentationⅢ]学際的歴史研究法（キーワード：文化財の非破壊分析、歴史資料の数理統計

処理、他）である。これらは ISHIK2023 のプロシーディングス ISHIK2023 Proceedings of the 

International Symposium on History of Indigenous Knowledge  (全 181 頁)に収録されて、当該研究
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書はその発行にも主体的に関わっており、参加報告は中国から 11 件、フランスから 1 件、日本から

12 件である。 

 以上のように国際学術交流活動としては十分な成果があり、佐賀大学関係者として 5 名 5 件などの

論文を公開した。なお、佐賀地域や佐賀大学内での研究や成果公開の取り組みについて近年停滞気味

であり、今後推進する必要がある。 

 

 

○理工学部研究会による活動 

【コミュニティデザイン研究会】 

地域のコミュニティは、人口減少・少子高齢化などの問題を抱え、今後の維持に向けた大きな転換期

を迎えつつある。また、これは我が国だけでなく、韓国、中国、タイなどのアジア諸国、ドイツ、フラ

ンスなどの欧米諸国に共通する課題になりつつある。そのような中で、地域のコミュニティ空間を魅力

あるものに維持することは、観光や地場産業などの新旧産業を盛り立て、地域に根ざしたまちづくりを

行っていく上でも必要なことである。一方で、With コロナの現状において、これらがダメージを受けて

いることは必然であり、一方で、After コロナの目標を立て、それに向けた取組を進めていく必要もあ

る。かかる観点から、本研究会では、地域に根ざしたコミュニティの計画デザイン手法を実践的に明ら

かにしていくことを目的とする。具体的には、対象地の中心は佐賀県内としながら、周辺地域あるいは

グローバルに関係を広げつつ、建築学分野のメンバーを中心に、建築計画、都市デザイン、歴史意匠、

建築・都市環境工学等の視点から地域の社会・空間構造の分析、手法の開発、実験、応用等に取り組ん

でいく。また、学生教育の観点から、地域密着型の講演会、国際セミナー等を年に１、２回程度実施す

る。その際には、学生提案にも積極的に取り組み、佐賀大学で建築環境デザインを学ぶ学生たちの意識

高揚に務める。本年度については、以下のような成果があった。 

(1) 講演会の主催・共催 

◼第２４回佐賀大学コミュニティデザインカフェ 

特別講義および学生との意見交換会 2023 年 6 月 20 日（火） 参加者 約 40 名 

テーマ「意欲を喚起する環境デザイン」 

特別講師：仙田満氏／（株）環境デザイン研究所代表取締役会長・東京工業大学名誉教授  

◼第２５回佐賀大学コミュニティデザインカフェ 

学生講評会 2023 年 7 月 25 日（火） 参加者約 40 名 

  特別講師：仙田満氏／（株）環境デザイン研究所・東京工業大学名誉教授 

◼第２６回佐賀大学コミュニティデザインカフェ 

  特別講義・ヴァーティカルレビュー 2024 年 2 月 28 日（水） 参加者 40 名 

    テーマ「近作について」 

    特別講師：大村真也氏／建築設計事務所 Cat パートナー 

(2) 国際セミナー・シンポジウムの主催 

ウィーン工科大学との国際セミナー 2023 年 8 月 28〜9 月 5 日 参加者 50 名 

 日本オーストリア科学交流センターJASEC との共催 

    テーマ「ウィーンの Flakturm の改修提案」 

日タイ建築都市デザインワークショップ 2023 年 3 月 26 日〜3 月 31 日 参加者 40 名 

    チェンマイ大学建築学部 Umpiga Schummadtayor 助教、Kitika Chiranthanin 助教 

   場所：鹿島市肥前浜宿 
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【ものづくり匠研究会】 

理工学部機械工学部門の下記の強みおよび実績を基に、実習工場を拠点に機械工学部門の関連教員と

理工学部技術部機械部門の職員が連携して、「ものづくり」の分野で「地域への貢献」「共同研究の推進」

および、その役割を担う組織の構築・強化を目的とする。 

次の通り実績がある。 

① 卓越した「ものづくり」（歯車、設計、材料など） 

② 近隣の大学の中で、最も充実した「実習工場」完備 

③ 人材育成の実績 

④ 地域との連携の実績（佐賀生産技術研究会、工業連合会等） 

具体的には、下記を目指す。 

① 産学官による地域の中核的な「ものづくり拠点」機能の強化 

② 産学官連携による卓越した「ものづくり」の支援と研究開発の推進 

③ 地域の「ものづくり」人材育成の支援 

 当面は、地域の関連産業との研究会や勉強会を行いながら、共同研究の立ち上げを目指す。経費とし

ては、競争的資金および地方自治体等の外部資金獲得を目指す。特に、理工学部が進めている「再生可

能エネルギー等イノベーション共創プラットフォーム」における「ものづくり」の分野で連携していく。 

 

【膝関節シミュレータ開発研究会】 

膝関節は、人間の体の中でもっとも最大かつ複雑な関節である。この関節の疾病の一つとして、変形

性膝関節症がある。この疾病の検査方法は、X 線や MRI などが一般的である。しかし、微量ではあるが

放射線を照射する必要があること、検査機器が大きくなること、導入コストが高くなることが欠点とし

て考えられる。そこで膝関節モデルを構築して膝関節シミュレータを開発し、得られたアコースティッ

ク・エミッション（AE）パラメータから膝関節の損傷状態の推定に用いた。シミュレータの関連実験実

施のために令和 4 年度に引き続き本年度も整形外科の患者を対象に膝から発生する AE 波を計測し、膝

の異常の進行ごとに AE パラメータの特徴を分析した。さらに、機械学習で異常の進行度ごとにデータ

分類することができた。  

 

【スマート化推進研究会】 

本研究会では、スマート化というキーワードの下、理工学部の教員・学生が連携し、地域社会に還元

できる研究成果を創出することを目指している。この研究会の活動を通して、学生の実践力を鍛錬し、

地域社会に貢献できる優秀な人材を育成する。特に本年度は、佐賀大学が実施する地域みらい創生プロ

ジェクトにて、２つの研究課題が採択された。また、佐賀県が佐賀大学と実施する TUNAGI プロジェ

クトにも２つの研究課題が採択され、活発な地域連携を行った。その他にも、科学研究費助成事業をは

じめとする多数の外部資金を獲得するとともに、部局を越えて医学部、農学部などとの積極的な連携も

行なっている。また、多数の成果発表（国際論文誌、国際会議、国内雑誌、国内講演会、プレスリリー

スなど）を行った。さらに、国立研究開発法人産業技術総合研究所とも、連携が積極的に進みつつある。 

 

・発表論文数 

〇 2023 年発行の理工学部教員の学術論文の内、エルゼビア社 Scopus にインデックスされている論文

数 234 編 

〇 各研究分野のトップ 10%の CiteScore を持つ雑誌への掲載割合 31.3% 

〇 国際共著論文数 101 編，全論文数に占める割合 43.2% 

〇 過去 4 年間の上記の推移を下表に示す。 
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年 論文数(Scopus) 
トップ 10%CiteScore

雑誌への掲載割合 

国際共著論文の

割合 

2020 236 編 49.0% 145 編 (61.4%) 

2021 262 編 40.1% 121 編 (46.2%) 

2022 182 編 18.3% 77 編 (42.3%) 

2023 234 編 31.3% 101 編 (43.2%) 

 

・研究資金（2023 年度） 

○ 2023 年度の理工学部の外部資金等受入額は，前年度から 278,300 千円増加（61.7%増）。内訳は以下

の通り。 

 奨学寄附金受入額  27,080 千円 （対前年度   1,158 千円増） 

 受託研究・共同研究等受入額  414,404 千円 （対前年度 251,324 千円増） 

 科研費等受入額（間接経費含む） 96,519 千円 （対前年度  22,871 千円減） 

 各種補助金等（間接経費含む） 17,609 千円 （対前年度  17,622 千円減） 

 上記の合計 555,611 千円 （対前年度 278,300 千円増） 

 

・地域連携による研究活動 

○ 「再生可能エネルギー等イノベーション共創プラットフォーム(CIREn)」 

佐賀県と連携・協力して、2018 年度に県が策定した「佐賀県再生可能エネルギー等先進県実現化構

想」の実現に向け、オープンイノベーションを基軸に、産学官連携による再生可能エネルギーを中

心としたエネルギー関連分野の研究開発や市場開拓などを進めることで、県内の関連産業創出を加

速し地域社会の発展に寄与することを目的に、佐賀大学と佐賀県の間で「再生可能エネルギー等先

進県実現に向けた協定」を締結した。この協定に基づき、産学官連携の「再生可能エネルギー等イ

ノベーション共創プラットフォーム」を立ち上げ、地域のエネルギーに関する要望などにワンスト

ップで対応する研究開発体制を構築した。本プラットフォームの会長は理工学部長が務め、事務局

が理工学部内に置かれている。2023 年度は、15 の研究分科会が設置され、佐賀県内企業 52 社、佐

賀県外企業 36 社、7 つの行政機関、5 つの NPO 等団体、71 人の個人会員等で構成される 171 会員が

参加している。15 の研究分科会のうち 10 の研究分科会の座長を理工学部教員が務め、再生可能エ

ネルギーに関する様々な取り組みを進めている。本プラットフォームの全体行事として、2023 年 10

月に全体交流会（研究成果報告会）、2024 年 1 月に全体交流会（セミナー）を開催し、会員企業に

対して価値提供に向けた取組みを行ってきた。 

 

○ 「TSUNAGI プロジェクト」 

佐賀県が、佐賀大学をはじめ県内を中心とする高等教育機関が持つ技術やノウハウなどの有効活

用を推進し、県内の地域課題の解決や県内の産業、学術の振興を図り、佐賀大学等と共に佐賀の

未来を創造していくことを目指して、2021 年度より「TSUNAGI プロジェクト」が実施されてい

る。2023 年度，理工学部では以下のように，大学提案プロジェクトとして 4 件，佐賀県提案プロ

ジェクトして 2 件を実施している。 

・大学提案プロジェクト 

 (1) 宇宙向けダイヤモンド半導体の特性評価に関する研究 

(2) さがの建築・景観資源の調査と活用支援 

 (3) SNS から隠れた"つながり"を AI が見つける観光支援システム 

 (4) 建設現場用運搬ロボットへ搭載するための画像処理 AI の研究開発 
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・佐賀県提案プロジェクト 

 (1) スマートグラス等を活用した”いちごさん”の熟練したパック詰め技術の再現 

 (2) ディープラーニングによる画像処理を用いた防犯カメラ映像データ解析に係る研究 

 

・国際的な連携による研究活動 

〇 国際共同研究の状況 

2023 年に理工学部教員は以下の 65 機関（24 か国）との国際共著論文を公表している。（なお，高エ

ネルギー物理学に関する大型国際プロジェクトによる国際共著論文については参画機関数が 260 以

上と多数のため，ここでは省略する。）  

Abdul Wali Khan University 

Mardan 

Argonne National Laboratory 

Bangladesh University of Business 

and Technology 

Bangladesh University of 

Engineering and Technology 

Bar-Ilan University 

Chittagong University of 

Engineering and Technology 

City University of Hong Kong 

CNRS Centre National de la 

Recherche Scientifique 

College of Engineering 

Dong-A University 

Eszterházy Károly Catholic 

University 

Guangdong Technion-Israel Institute 

of Technology 

Hangzhou City University 

Hanoi University of Science and 

Technology 

Hebei Provincial Key Laboratory of 

Electromagnetic & Structural 

Performance of Power Transmission 

and Transformation Equipment 

Institut für Theoretische Physik 

Heidelberg 

Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember 

International Islamic University, 

Islamabad 

 

Jashore University of Science and 

Technology 

Khon Kaen University 

Khulna University of Engineering 

and Technology 
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〇 国際パートナーシップ教育プログラムの実施 

 理工学部・理工学研究科では，東アジアの学術交流協定締結校等をパートナー大学として，大学院教

育を中心として教育プログラムを組織的に実施するとともに，共同研究のための交流推進を目的として

国際パートナーシップ教育プログラムを毎年実施している。2023年度は以下のプログラムを実施した。 

研究プロジェクト名 パートナー大学 実施場所 

化学および材料科学の新展開 遼寧大学（中国） 遼寧大学（中国） 

素粒子物理学の新展開と関連分野 延世大学（大韓民国） 佐賀大学 

国際サマーキャンプ in 

国立勤益科技大学 

国立勤益科技大学（台湾） 国立勤益科技大学

（台湾） 

高電圧・電力機器 武漢大学（中国） 佐賀大学 

Smart Lowlandのための 

アジア協働セミナー2023 

ハサヌディン大学（インドネシア），

タドゥラコ大学（同上），

サムラトランギ大学（同上），

ランブンマンクラット大学（同上），

カントー大学（ベトナム） 

ハサヌディン大学 

（インドネシア） 

JIT2023：日本・イタリア・チュ

ニジア：建築遺産における交流の

軌跡 

カルタゴ大学（チュニジア） カルタゴ大学 

（チュニジア） 

 

 

・研究成果発信／研究指導等の共同利用 

○ 理工学研究の研究・教育成果や知的生産物は、理工独自のホームページ、理工学集報および佐賀大

学機関リポジトリを通して収集・収蔵し、インターネットを介して学内外に情報発信をしている。  

○「研究活用ガイド」として、各教員の研究活動を分かりやすく本学のホームページで公開し、研究

成果の発信を行っている。また、この情報に基づいた産学・地域連携に関する窓口としてリージョ

ナル・イノベーションセンターを設置し、URA を配置することで、研究成果・研究資料など共同

利用を推進している。 

 

・総合的領域の振興 

○本学では、SDGs プロジェクト研究所(SDGs-SUPLA)を設置し、理工学部の関係では「在来知歴史学研究

プロジェクト」、「ICT まちづくりデザインプロジェクト」、「グリーンエレクトロニクスプロジェクト」、

「地域防災減災研究プロジェクト」を発足させ、総合的領域の振興に向けて取り組んでいる。  

○本学部の教員の一部は先進健康科学研究科先進健康科学専攻生体医工学コースおよび健康機能分子

科学コースを担当しており、医学部、農学部などと連携して医農工連携による教育研究を進めている。  

〇本学部の教員が併任している海洋エネルギー研究所を中心として、フューチャー・リソース推進プラ

ットフォームが設置され、本学部教員が研究プロジェクトに参画している。 

 

・学術コミュニティへの貢献 

○ 本学部の教員が中心となり、「低平地研究会」を設置し、継続的に運営の中心的な役割を果たすこと

で学術コミュニティへ貢献している。 

○ 本学部の教員が主宰となり「コミュニティデザイン研究会」、「ものづくり匠研究会」、「膝関節

シミュレータ開発研究会」、「スマート化推進研究会」が理工学部研究会として設立され、県内自

治体、企業などと共同で学術コミュニティへ貢献している。 
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○ 各教員が、国内外の各種学会等の理事、評議員、各種委員などを務め、学術コミュニティの発展に向 

けて活動している。 

 

〇優れた点・特色ある点 

 

 

〇改善すべき点 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

【令和元年度】 

・研究分野によっては、研究基盤として

の論文検索データベースが使えない。 

【令和 2年 12 月】 
・必要最低限な研究ツールは何かを明確にす
るとともに、分野間で のリソースの配分、研
究基盤の共有化、研究基盤の維持などを検討す
る。  
 
【令和 3年 3月末】  
・必要最低限な研究ツールは何かを明確にす
るとともに、分野間でのリソースの配分、研究
基盤の共有化、研究基盤の維持などを検討し
た。 
 

【令和 4年 10 月】 

・論文検索データベースについては一部の教
員が自費を投じて利用できるようになったが、
金額や大学内の波及効果を考えると大学が費
用を負担するよう交渉を行う。  
 
【令和 5年 7月】 

・電子ジャーナルの購読費高騰に伴う部局の

負担増が検討されているが、研究活動の基盤整

備は大学が整える必要があると考え、費用負担

について引き続き交渉を行う。 

 

【令和 6年 7月】 

・令和 5 年度に附属図書館電子ジャーナル等

検討専門委員会からの検討依頼を踏まえ、理工

学部にて今後の方向性について議論がなされ、

回答を行った。本学の厳しい財政状況を踏まえ

ると好転は困難であり、本学単独での改善を見

込むことも難しい。他大学や国レベルでの対応

が必要な大きな課題であるので、今回をもって

対応済みとする。 

□ 検討中 
□ 対応中 
☑ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

・分野および組織横断的な取り組みとして、海洋エネルギー研究所，シンクロトロン光応用研究セン

ターとの連携に加えて、5 つの佐賀大学 SDGs プロジェクト研究所、4 つの理工学部研究会を設置し、

様々な研究を推進している。また、地元自治体・企業等と連携して、「再生可能エネルギー等イノベ

ーション共創プラットフォーム(CIREn)」、「TSUNAGI プロジェクト」のもとで研究開発を進めている。 

・これらの活動により、多数の論文発表、外部資金の獲得などが盛んに行われ、2023 年度の外部資

金獲得は前年度に比べて 60%以上増加した。また、ハイインパクトな雑誌への掲載割合、国際共著論

文の割合も高いレベルで推移している。 
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分析項目Ⅱ 研究成果の状況 

 

理工学部・理工学研究科・工学系研究科は、先端的な研究に加え、基礎的・基盤的研究に積極的に取

り組み、国際的視野から質の高い研究成果を生み出すとともに、地域活性化の中核的拠点として研究を

通じて地域の課題を解決する目的を有しており、「理工融合」に基づいた研究組織という特色がある。し

たがって、評価の高い学術雑誌に投稿することで学問の発展に寄与し、国際社会や地域に貢献するとい

う点が最も重要と考えている。以下、学術的意義、社会・経済・文化的意義等の観点からいくつかを選

定した。 

 

数理・情報部門 

◯ Zeta morphisms for rank two universal deformations（学術的意義） 

有理数体上の代数多様体や保型形式に付随するゼータ関数とセルマー群（楕円曲線の有理数解などと

密接に関係する群）との間に存在する未知の深い関係性は、整数論において古来から研究されているテ

ーマである。両者の p 進的な深い関係性を記述する岩澤主予想は整数論における主要な予想の一つであ

り現在活発に研究されている。保型形式の岩澤主予想において最も重要なゼータ元を階数２の普遍変形

に対して拡張し、これによって法 p で合同な保型形式のゼータ元の間に合同関係があることを示し、任

意の保型形式に対する岩澤主予想を既知の場合に帰着させる手法を開発した。この結果は、数学におけ

る国際的な専門誌 Inventiones Mathematicae に掲載された。 

 

〇 赤外線低解像度カメラと AI に基づく転倒検知の試み（学術的意義） 

本研究では、低解像度(8×8 ピクセル)の赤外線カメラから得られる画像を用いて AI による人間の姿

勢を検知するアルゴリズムを開発した。最終的に転倒の検知を目指して引続き開発中である。これま

での成果は国際学会で発表すると共にインパクトファクター付きの著名国際誌に発表した。またこの

過程で画像情報からの転倒検知について行った文献調査をインパクトファクター付きの著名国際誌に

発表したところ、既に多数の論文に引用されている。 

 

 

化学部門 

○日本分析化学会学会賞受賞（学術的意義） 

液体や溶液を分子のレベルといくつかの分子が集合した会合体のレベルという二つの視点で観測し，

化学反応に対する影響を解明した研究「有機分子の溶存構造に関するミクロからメゾスコピックレベル

における分析法の開発」が認められ、公益社団法人 日本分析化学会から学会賞を授与された。ミクロス

コピックな観測では，分子を構成する原子の電子密度の濃度や温度による変化を核磁気共鳴法で正確に

捉える方法を適用した。また，メゾスコピックな観測では，水素原子よりも重水素原子の方が中性子を

強く散乱することに着目し，観測したい分子に重水素原子を含んだ分子を使うことにより，分子の会合

状態を観測しやすくする H/D 置換小角中性子散乱法を開発した。 

 

〇 希土類元素を含む化合物の構造解析（学術的意義） 

希土類元素は原子番号 57 のランタンから 71 のルテチウムまでの 15 元素を含み，レーザー，蛍光体，

強力磁石，排ガス浄化など現代社会の多様な分野で使用されている。特にユウロピウム（Eu，原子番号

63）はその発光特性から生体医学や画像検査への応用が期待されているが，これまでその特性のため強

力な構造解析手法であるラマン分光やラマン光学活性分光による分析法が適用できなかった。そこで，
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佐賀大学が開発したラマン光学活性分光を使用し，ユウロピウムを含む複数の化合物の分子立体構造を

解明することに成功し，その成果を著名な国際誌（Advanced Science）に発表した。  

 

 

物理学部門 

〇「Refined renormalization group improvement for thermally resummed effective potentia」（学術

的意義） 

初期宇宙における自発的対称性の破れに伴う相転移は、物質・反物質の起源や重力波の発生源の観点

から注目されている。その解析法の１つとして広く用いられている解析的な摂動論は、高温において信

頼性を高めるには高次の寄与が必要とされているが、技術的困難さのため一部の理論を除いて低次の結

果しか使われてこなかった。本研究では厳密な計算が満たすべき繰り込み群方程式を活用することで、

低次の計算結果から寄与の大きな高次の項を取り込めることを示し、具体的な理論でその有効性を示し

たもので、国際的な学術雑誌（Physical Review D）に掲載された。 

 

〇 「 Unusual Magnetism in a d-Electron Compound Fe(OH)Cl: a X-Y Stacked-Triangular 

Antiferromagnet with Characteristic Double-Bridge Bonding, Unquenched Orbital Moment and 

Coexisting Spin Fluctuations」(学術的意義) 

相転移における臨界指数は普遍的な意味を持ち、電子・スピン系での臨界指数はその系の物理現象の

本質に直接関わっている。磁気転移における従来の臨界指数は 2 次元/3 次元 Ising モデルでβ = 

0.125/0.31、2D/3D X-Y モデルでβ = 0.13/0.33、Heisenberg モデルでβ = 0.36 と解かれている。しかし

量子磁性を示す 2 次元三角格子反強磁性体では X-Y と Heisenberg スピンに対してβ = 0.253∓0.01、β 

= 0.30∓0.02 という理論的な新研究が近年報告され、一つの実在物質系でそれにほぼ一致した実験結果

が得られている。本研究では、新しい 2 次元三角格子物質 Fe(OH)Cl の新規磁性を発見し、更にミュオ

ンスピン回転と中性子回折実験などによりその磁性を完全解明した。臨界指数β = 0.2585∓0.0016 という

実験結果を出しており、X-Y スピン 系のβ = 0.253∓0.01 理論値と完全に一致し、理論モデルを実証した

貴重な実在例となっている。同時に、ダブルブリッジボンドという化学構造的特徴及びクエンチされて

いない d 電子の磁気モーメントという特異磁性を報告している。成果は日本物理学会の学術誌 Journal 

of the Physical Society of Japan に掲載された。 

 

 

機械工学部門 

○ パルスアークプラズマ表面処理法の開発（学術的意義、社会的意義） 

航空機には軽量かつ高強度であることから，炭素繊維複合材料(CFRP)の構造部材として用いられてい

る．切削加工時には，CFRP の物理的ならびに化学的性質が要因になり，著しい工具損傷を進行させるた

め，工具の長寿命化に貢献する保護膜(耐摩耗膜)が求められている．本研究では，従来の連続放電では

なく，周期的なアーク放電(パルスアーク放電)により高活性のイオンを発現するパルスアークプラズマ

表面処理法を開発し，ダイヤモンドとグラファイトの中間物質であるダイヤモンドライクカーボン

(DLC)を合成した．本手法を適用することにより，DLC に内在するダイヤモンド結合は増加し，高硬度化

を図ることができた．パルスアークプラズマ表面処理法の実用化研究を進めることにより，製造現場に

おいて必要不可欠になる高寿命加工，高効率加工に寄与することが期待できる． 

 

○ 地球温暖化影響の小さい新規冷媒の社会実装に向けた熱物性値高精度予測および高性能熱交換技術

の開発（学術的意義、社会・経済的意義） 
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地球温暖化がもたらす異常気象の頻発，またそれによる社会的な影響は年々増加している．産業革命

以降の工業化や現代的生活に伴う大気中の二酸化炭素の増加がその原因であると言われているが，現在

エアコンや冷蔵庫，ヒートポンプなどに使用されている冷媒の地球温暖化影響は二酸化炭素の数百倍か

ら数万倍に及ぶ．地球温暖化を抑制するために様々な分野で脱炭素技術の研究開発が行われているが，

地球温暖化影響のない冷媒の開発は最も効果が高いとも言われている．本研究では，地球温暖化の小さ

い新規候補冷媒を対象に，熱物性値の測定と予測モデル開発，新規冷媒の伝熱特性の測定と伝熱データ

ベースの構築，また高性能熱交換器の開発を行っている．2023 年度には，日本企業が開発した新規冷媒

R1132(E)や R454 系の混合冷媒の粘度および熱伝導率の測定を行った．また，拡張対応状態原理や残留

エントロピースケーリング法による予測モデルの開発を行った．研究成果は国際会議などで発表すると

ともに世界的に権威のあるJournal で報告した．伝熱データベースには4万点を超えるデータを蓄積し，

世界中から誰でもデータにアクセスできる伝熱データベースシステムを Web 上に公開した．熱物性値や

伝熱データは研究の基盤情報であり，これらの情報が新規冷媒の社会実装および高性能熱交換器の開発

につながるものと期待できる． 

 

 

電気電子工学部門 

○ダイヤモンド半導体パワー回路を開発 －高速スイッチング、長時間連続動作を実証－（学術的意義、

社会・経済・文化的意義） 

次世代の究極のパワー半導体のダイヤモンド半導体デバイスで、世界で初めてパワー回路を開発した。

ダイヤモンド半導体パワー回路は、10 ナノ秒を切る時間で高速スイッチング動作を示し、190 時間の長

時間連続動作では、特性劣化が見られなかった。カーボンニュートラルの実現とともに、通信量の膨大

化により開発が急がれる Beyond 5G 基地局からの出力の飛躍的向上や、未だ真空管が使用されている

通信衛星の半導体化実現が期待される。今回の成果は、ダイヤモンド半導体のパワー回路が動的特性に

おいても、問題はないことを示すものである。本成果は、世界的に最も権威ある米国電気電子学会(IEEE)

の Electron Device Letters 誌に２本の論文として掲載された。 

 

○ダイヤモンド半導体で世界最高の出力電力、出力電圧：半導体・オブ・ザ・イヤー2023 を受賞（学術

的意義、社会・経済・文化的意義） 

次世代の究極のパワー半導体のダイヤモンド半導体デバイスで、世界最高の出力電力、出力電圧を達

成し、この成果に対して、半導体・オブ・ザ・イヤー2023 を受賞した。今回の成果は、米国電子通信情

報学会誌、IEEE Electron Device Letters 誌に掲載された世界最高の出力電力と出力電圧を示したダイ

ヤモンド半導体デバイスの成果に対するものである。  

 

○宇宙通信向けダイヤモンド半導体高周波パワーデバイスの開発を開始（学術的意義、社会・経済・文

化的意義） 

ダイヤモンド半導体デバイスの宇宙通信向けマイクロ波電力増幅デバイスの開発を開始した。本事業

では、文部科学省「宇宙開発利用加速化戦略プログラム」の委託により、国立研究開発法人宇宙航空研

究開発機構(JAXA)を主管実施機関、国立大学法人佐賀大学と独立行政法人国立高等専門学校機構呉工

業高等専門学校を共同参画機関として、宇宙向けの人工衛星搭載の送信用マイクロ波電力増幅デバイス

を開発する。この事業期間にダイヤモンド半導体デバイスを試作し、回路設計、電気特性評価を行い、

最終的に搭載用固体増幅器の試作を行って、超小型衛星等の飛翔機会を活用し、宇宙実証を目指す。 

 

○Improvement of phosphorus incorporation in P-doped ZnTe layers grown by molecular beam 
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epitaxy using Zn3P2 dopant source（学術的意義） 

ZnTe 系半導体材料は、次世代の高効率中間バンド型太陽電池や緑色発光ダイオード材料として期待

されている。このような光デバイスを実現するためには、薄膜結晶における電気伝導度制御が必要不可

欠である。本研究では分子線エピタキシー法による ZnTe 薄膜のエピタキシャル成長において、交互供

給法を活用した燐ドーピングによって p 型伝導制御を達成した。研究成果は種々の学会で公表し，学会

賞を受賞した他、国際的学術誌 Journal of Applied Physics, Japanese Journal of Applied Physics に掲

載された。 

 

 

都市工学部門 

◯ 筑後大堰貯水池および筑後川感潮域の水質保全に関する研究（学術的意義、社会・経済・文化的意義） 

 経済発展に伴う北部九州地域における水需要増加に対応するために、筑後川水系における水資源開発

基本計画の一環として筑後大堰は昭和 55 年に建設された。塩害防除および洪水対策の役割とともに、

筑後大堰貯水池からの取水は福岡県と佐賀県の水道用水、筑後川下流域の農業用水として供給されてい

る。近年、筑後大堰貯水池において春季に藻類増加が報告されており、水道用水の供給を始め、大堰の

下流域である筑後川感潮域の生態系および有明海の漁業への影響が懸念されている。本研究は、安定し

た水供給かつ筑後川下流域および有明海の健全な水環境のために、筑後大堰貯水池および筑後川感潮域

に出現する藻類種の特徴や傾向を分析し、筑後川下流域における水質変化の原因解明を試みたものであ

る。本研究から得られた成果は筑後大堰の管理にとって有意義な情報であり、佐賀大学理工学部と独立

行政法人水資源機構筑後川局との間の包括連携協定の締結を始め、令和 6（2024）年度筑後川水系にお

ける委託研究の採用のきっかけとなった。 

 

○避難所利用のための体育館における放射空調システムの研究（学術的意義、社会・経済的意義） 

 本研究は、災害時の避難所として利用される体育館の居住環境改善を目指し、放射空調システムの効

果を検証するものである。体育館は高齢者にとって身体的ストレスが大きいため、室内温熱環境の改善

が必要である。特に対流式暖房では冬季に空気が乾燥するため、放射冷暖房を導入し、直接在室者に作

用させることが提案されている。本研究では、放射冷暖房パネルを使用し、熱的快適性と省エネルギー

を同時に達成するための最適運用方法を探る。数値解析と実測調査を組み合わせ、EnergyPlus を用いた

シミュレーションにより、放射冷暖房の効果や間仕切り材質の影響を評価した。特に災害時に使用され

る毛布や段ボールの断熱性についても検討している。さらに、大学の講義室での放射空調システムの運

用評価を行い、連続運転と間欠運転の比較も実施した。これにより、快適性と省エネルギーの両立を図

るための実用的なソリューションを提供し、研究成果は日本建築学会、空気調和・衛生工学会などで発

表されている。今後、さらに最適化を進め、実用的な運用方法の開発を目指す。本研究の成果は、CIREn

（再生可能エネルギー等イノベーション共創プラットフォーム）の未利用熱利用空調システム研究分科

会及び科研費・基盤研究(C)(23K04142)の一環である。 

 

○再生可能エネルギーを利用した農業用ビニールハウスの空調システムの研究（学術的意義、社会・経

済的意義） 

 本研究は、佐賀県の農業、特にハウスミカン栽培におけるエネルギーコストと CO2 排出の削減を目的

としている。現在、多くの農家が重油を燃料とする加温機を使用し、石油価格の変動や異常気象で生産

コストが増加している。これを解決するために、農業用ビニールハウスに再生可能エネルギーを利用し

た空調システムを導入し、省エネルギーで環境に優しいハウスを普及させる。今年度は佐賀県果樹試験

場と唐津市浜玉町で、地中熱利用空調設備を導入したビニールハウスにおいて、温室内熱環境と地中熱
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ヒートポンプとファンコイルユニット（FCU）の運転状況のモニタリングを行った。得られたデータを分

析し、温室内の熱環境の問題点を抽出した。来年度は地中熱ヒートポンプ＋FCU の追加設置に向けた準

備が整っており、比較データの取得も完了している。これにより、新たな農業モデルを創出し、農家の

生産コスト削減に貢献することを目指している。本研究の成果は、CIREn（再生可能エネルギー等イノベ

ーション共創プラットフォーム）の未利用熱利用空調システム研究分科会における研究の一環である。 

 

〇優れた点・特色ある点 

 

 

〇改善すべき点 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。 

 

 □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

  

・理工学の広範な分野において、学術的意義、社会・経済・文化的意義の高い研究活動が実施され、

その成果は Advanced Science をはじめ高インパクトな国際的学術論文誌にて公表されている。 

・特にダイヤモンド半導体を用いたパワーデバイスに関する研究では、世界初となる研究成果が得

られており、学術的意義は極めて大きい。 
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Ⅴ 国際交流及び社会連携・貢献に関する状況と自己評価 

 

B. 地域貢献活動の状況 

〇 佐賀大学理工学部・研究科は、「地方創生インターンシップ」と連携して、県内企業にインターン

シップの受入れを依頼し、115 社（54 県内社）に 141 名（66 県内名）以上の受け入れ枠が提示され

た。インターンシップを受け入れた企業は前年度より大きく増加しており、インターンシップ参加

者の数も前年度の 121 名より大きく増加した。また、地方創生インターンシップの履修状況を検証

し、今後に向けた課題を抽出した。 

〇 佐賀大学学部・研究科は、社会人を対象とする地域を志向する公開講座について、リージョナル・

イノベーションセンターの主催で毎年ものづくり技術者育成講座実施するが、令和 3 年度はコロナ

禍のため実施できなかった。しかし、令和 4年度からリージョナル・イノベーションセンター主催

でものづくり技術者育成講座を実施している。令和 5 年度もリージョナル・イノベーションセンタ

ー主催で例年通りものづくり技術者育成講座を実施した。開講形式は対面であったため、授業につ

いて非常に高い学習効果があったことを評価された（化学、機械、電気電子部門）。 

〇 佐賀県内の企業等との共同研究・受託研究の締結数を増加させることを目標とし、地域志向型の教

育研究実践の成果の発信を促進するよう学部内に周知した。教育研究実践の成果については学部の

ウェブサイトで積極的に発信し、下記の地域志向型共同研究を実施した。 

＜令和 5 年度の共同研究・受託研究（新規）＞ 

 〇利和 5年度共同研究 

・佐嘉吉野ヶ里ソーラー合同会社 吉野ヶ里メガソーラーの発電特性に関する研究 

・株式会社バイオテックス 透水層内に平行に設置した地中熱交換器の伝熱特性の研究 

・福博印刷株式会社 人工知能(AI)を利活用した画像分類 

・株式会社協和製作所 無動力式自動ゲートの水理に係る研究 

・株式会社協和製作所 無動力・無人操作方式自動ゲート設備の遠隔監視システムの研究 

・株式会社中山ホールディングス ロボット関連技術等の人材育成に関する共同研究 

・株式会社大神 車の座席(シート)の異常音の検出 

・佐賀県畜産試験場 微生物燃料電池を活用した畜産排水における発電・浄化技術の開発 

・佐賀県工業技術センター 大気圧プラズマ成膜法による樹脂成形品への機能性付与技術の開発 

・株式会社ワイビーエムサービス GI コラム工法による柱状改良体の適切な品質・出来形の確立に関 

する学術的研究 

・エイリツ電子産業株式会社 環境観測の簡易化に資するデバイス群構築とその評価 

・国立大学法人九州大学 新世代冷媒の熱力学性質の高精度測定 

・ニシム電子工業株式会社 淡水系「泥の電池」の開発と電子デバイスへの応用 

・株式会社テノックス九州 佐賀低平地の粘性土における効果的な地盤改良仕様の策定と実装に関す 

る研究 

・カラビナテクノロジー株式会社 画像処理 AI 技術の社会応用に関する研究 

・株式会社九州パイリング 有明海沿岸低平地における表面硬化層と地下水位の分布特性 

に関する研究 

・大谷化学工業株式会社 産業廃棄物のリサイクルに向けた陶磁器・セラミックス材料としての利用 

可能性検証に関する共同研究 

〇令和５年度受託研究 

・株式会社ワイビーエム 地中熱交換器の開発および地質調査機の後の TRT 

・佐賀市 東名遺跡整備・活用デザイン調査研究 
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・公益財団法人佐賀県建設技術支援機構 橋梁長寿命化点検・診断 

・佐賀県 宇宙向けダイヤモンド半導体の特性評価に関する研究 

・佐賀県 スマートグラス等を活用した”いちごさん”の熟練したパック詰め技術の再現 

・佐賀県 さがの建築・景観資源の調査と活用支援 

・佐賀県 建築現場用運搬ロボットへ搭載するための画像処理 AI の研究開発 

・佐賀県有明海沿岸道路整備事務所 有明海沿岸道路における盛土および基礎技術に関する研究 

・唐津市 呼子町並み保存対策調査 

・佐賀市 出土遺物科学分析における調査・研究 

・佐賀県 SNS から隠れた“つながり”を AI が見つける観光支援システムの開発研究 

・佐賀県 防犯カメラ映像解析システムへの人工知能技術の実装 

・公益財団法人佐賀県建設技術支援機構 橋梁長寿命化点検・診断 

・昭和鉄工株式会社 給湯負荷のある施設への導入を想定した地中熱ヒートポンプシステム 

の研究開発 

・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 次世代低 GWP 冷媒の実用化に向けた高効 

率冷凍空調技術の開発 

・国立大学法人九州大学 毛細血管再生と移植細胞生着向上を狙った人工血管用細胞足場の開発 

・学校法人福岡工業大学 山間狭窄部における超過洪水に対する人的被害最小化のための方策 

に関する研究 

・国立大学法人九州大学 革新的な統合気象データを用いた洪水予測の高精度化研究 

〇 県内企業等との共同・受託研究は H28 から R05 年度で、14 件、18 件、24 件、22 件、 22 件、22

件、21 件、23 件（地方）であり、目標値の 14 件を達成していた。 

 

C. 教育の国際化の状況 

〇 ASEAN と日本の共発展を目指す T 字型高度人材育成プログラム（EPAT）を中心とした国費・私費外

国人留学生の 優先配置を行う新たな特別プログラムを立ち上げ、協定校 の優秀な研究学生を受け入

れる準備ができた。このプログラムでは外国人留学生と日本人学生が共学し、県内企業や協定校の協

力の下、世界的な環境とエネルギー及び健康科学分野に深い専門知識と研究開発能力を縦軸に有し、

併せて企業的視野と AI・データサイエンスの知識を両翼もつ T 字型高度人材を育成するため令和 5

年度から学生を募集している。このプログラムを中心として、外国人留学生と日本人学生が共学し、

環境、エネルギー及び健康科学の専門知識に関する講義、セミナー、及びインターンシップ研修など

の教育カリキュラムを全て英語で実施する。このプログラムで留学生は、日本語の習得の障壁なく日

本で充実した教育を受け、研究を行い、一層の修業成果を上げることができる。令和 5 年度の 10 月

に優先配置希望枠数(国費)留学生として 12 人（修士課程 7 人、博士後期課程 5 人）受け入れた。 

〇 EPGA、EPAD、SIPOP などの特色ある事業を支援し、令和 5 年度に海外の協定校の優秀な研究者及び学

生 18 人（EPGA 9 人（博士前期課程 6 人、博士後期課程 3 人）、EPAD 7 人（博士前期課程 3 人、博

士後期課程 4 人）、SIPOP 2 人（博士後期課程 2人））を受け入れ、豊かな国際人材を育成した。 

〇 SPACE-SE について 

2023（令和５ ）年度の春学期にインドネシアの１ 人と秋学期にポーランドの２ 人、カザフスタン

の１ 人 合計４人の SPACE-SE 学生が入学し、そのうち１ 人の学生が退学後帰国し、２ 人の学生

が同じ年度の３ 月に修了後帰国した。１人の学生が 2024（令和６ ）年度の春学期に進学（延長）し

た。 

〇 SPACE-E 短期留学の受け入れについて 
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・コロナ禍より短期留学生を受け入れることできなかったが、令和 4 年度より受け入れ可能になったの

で、令和 5 年度には SPACE-E について 11 人の学生を受け入れて留学生活動を対面で行い、協定校と

の国際交流の連携活動を進めた。 

〇 SPACE 交換留学生（一般）の受け入れについて 

・協定校より 3 人の短期留学生（一般）を受け入れ、対面交流活動ができた。 

〇 特別聴講学生の受け入れについても協定校との連携を進めた。 

〇 国際パートナーシップ教育プログラムの開催について 

・令和 5 年度に採択された国際パートナーシップ教育プログラムの６件を実施し、コロナ禍の後、協定

校と活発的な国際教育活動を行い、海外研究機関との共同研究プロジェクトにおいて、国際性豊かな

人材の育成とイノベーション創出に関する取組を実施した。 

〇 国際教育プログラムに対して学生の海外派遣について 

・理工学部には、学部長表彰を受賞した成績優秀者（3、4 年生）とその大学院進学者で構成される国際

交流組織「STEPs」の海外研修はコロナ禍により海外訪問が困難なったが、令和 5 年度に STEPs の海

外訪問・派遣活動を継続した。海外研修について STEPs は、令和 5 年 8 月 25 日（金）～31 日（木）

にオーストラリアのサザンクイーンズランド大学(University of Southern Queensland)及びグリフ

ィス大学(Griffith University)を訪問した。 

・STEPs の国際教育活動によって、英語でのコミュニケーション能力を増加するために月に 2・3 回の留

学生との会話を実施した。活動による英語力の向上の成果は TOEIC の点数にも表れた。日本人学生の

TOEIC 点数は 700 点代まで伸びた。 

〇 海外版ホームカミングデーの実施について 

・令和 5 年度の海外版ホームカミングデーはバンコク（タイ）で 12 月 17 日に実施した。参加者は本学

関係者（10 名）、元留学生（25 名）、日本人卒業生（ ２ 名）、留学中の日本人学生（ ３ 名）、在タイ

日本関係機関（ ６ 名）、タイ佐賀県人会（ ３ 名）、佐賀県庁（ ５ 名）、その他 総勢 63 名だった。 

〇SUSAP 活動について：国際交流推進センターが主催する SUSAP 海外派遣国際活動を令和５ 年度に対面

で実施した。部局の学生含めて前期・後期併せて参加者数は 61 名となった。 

〇 国際交流について 

・令和 5 年度にタドゥラコ大学（インドネシア）、リオデジャネイロ連邦大学 アルベルト・ルイス・コ   

インブラ研究所（ブラジル）、温州大学（中国）大学との協定（部局間及び大学間）を結んだ。 

・海外の複数の協定校（あるいは協定予定效）から教職員及び学生が本学・理工学部を来訪され、対面

での交流を実施し、関係を深めることができた。 

〇 国際交流推進センターを中心した戦略的パートナーシッププロジェクトについて 

・令和 5 年度戦略的パートナーシッププロジェクトにおいて、ハサヌディン大学（インドネシア）及び

チェンマイ大学（タイ）との教育ならびに研究での戦略的な交流構築を目的とした活動を実施した。

理工学部・理工学研究科の関連部門の教員及び学生が両大学を訪問し、関係ある教員への挨拶ならび

に交流計画に関する情報交換、協議を行った。 
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〇優れた点・特色ある点 

 

 

〇改善すべき点 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

【令和 5 年度】 

・AI やデータサイエンス高度人材育成

プログラム（EPAD）の更新又は関連新た

なプログラムをたちあげるために必要

な対応を行う。 

【令和 6 年 7 月】 

・AI・データサイエンス及び関連分野を中心し

た国費・私費外国人留学生の優先配置を行う新

たな特別プログラムを立ち上げ、協定校の優秀

な研究学生を受け入れる準備ができる。 

□ 検討中 
☑ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

【令和 5 年度】 

・本学・部局の協定校に所属する学部

生を対象したプログラムである SPACE-

SE‐B を部局のプログラムとして開設す

る。 

【令和 6 年 7 月】 

・SPACE-SE-B は、理工学部が開設する本学の

協定校に所属する学部生を対象とした短期留

学生受け入れるプログラムである。このプログ

ラムに参加する学生は、佐賀大学での研究及び

学習によって、理工学部において選択した分野

の知識を深め、技能を身に付けると共に、日本

人学生との交流を通じて日本の文化や事情を

経験することで、国際共同研究の端緒をつかむ

と共に、国際社会での活躍の礎を築くことがで

きる。これらのことを通じて佐賀大学の国際化

への貢献も期待される。 

□ 検討中 
□ 対応中 
☑ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

  

・国費・私費外国人留学生の優先配置として新たに立ち上げた EPAT 及び EPAD を中心とし、協定校

の優秀な研究学生を受け入れた．また、このプログラムより協定校の優秀な研究学生を受け入れる

ことで国際社会への貢献もできた． 

・大学院での新たな短期留学プログラム SPACE-SE のほか、短期留学生（SPACE-E）、交換留学生、特

別研究留学生を受け入れるとともに、複数の国際パートナーシップ教育プログラムを実施し、優秀

な学生を佐賀大学に招く取り組みを通して、研究・教育の国際化や留学生の確保につなげている． 

・社会貢献として地域志向型の教育研究を実践するため、「地方創生インターンシップ」と連携して、

県内企業にインターンシップの受入れを依頼し、115 社（54 県内社）に 141 名（66 県内名）以上の

受け入れ枠が提示された．インターンシップを受け入れた企業は前年度より大きく増加しており、

インターンシップ参加者の数も前年度の 121 名より大きく増加した。海外協定校から教職員及び学

生が本学・理工学部を来訪し、対面での交流を通して、相互関係が深まった。 
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Ⅵ－Ⅰ 組織運営・施設・その他部局の重要な取組に関する状況と自己評価 

〇業務運営の改善及び効率化 

・令和 3 年度理工学研究科の改組に伴い、文部科学省に提出する設置に係る設置計画履行状況報告書の

作成のため、研究科の概要、授業科目の概要、教員組織の状況等が基準を満たしていることを確認し、

総務部企画評価課に提出した。 

〇法令順守等 

・ 研究費の不正使用防止のためのｅラーニングによるコンプライアンス教育 APRIN について、理工学

部は受講率 100％であった。今後も、受講率を維持するため適切に案内を行う。 

・情報セキュリティについては、情報の取扱いに重点を置いた情報セキュリティ教育を、ｅラーニング

を活用して全教職員に継続して実施することが求められている。理工学部は受講率 100％であった。今

後も受講率を維持するため適切に案内を行う。 

 

〇優れた点・特色ある点 

 

 

〇改善すべき点 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

  

 



33 
 

Ⅵ－Ⅱ 明らかになった課題等（本学職員以外の者による意見を含む）に対する改善の状

況又は改善のための方策 

 

 改善・向上が必要と確認された事項 
対応計画・改善状況 

年 内容 

教育 R2 ・単位化された修士研究の指導時間および授業時間外

学修時間が、設定されている単位数に対して適切か確

認する必要がある。 

【令和 3 年 12 月】 

・修士研究単位科目の学修時間を確認するための調査を行う 

 

【令和4年10月】 

・12月を目処に、コース別に修士研究単位化科目の学修時間

保証状況のサンプル調査を実施し、授業時間および授業時間

外学修時間を総合して、設定している単位数に対して適切で

あることを確認する準備を進めている。 

 

【令和5年7月】 

・令和4年12月の時点で、単位数に対して適切な学修時間で

あることを確認しており、本項目はすでに対応済である。 

 

R2 ・修士研究の評価を修士論文発表に対するルーブリッ

ク評価のみで行うのではなく、学会発表や査読付き論

文、査読付き国際会議論文も種類毎に適切に評価出来

るような改善が希望されている。 

【令和3年12月】  

・令和4年2月に開催予定の修士論文発表会でルーブリック評

価を行う一方、学会発表や査読付き論文、査読付き国際会議

論文も種類毎に適切に評価し、修士研究に対するルーブリッ

ク評価に反映出来るように改善策を検討する。 

 

【令和4年10月】 

・修士論文発表会でルーブリック評価を継続する一方、学会

発表や査読付き論文、査読付き国際会議論文も適切に評価さ

れているか、現行のルーブリックを確認し、各コースにおい

て検討する。 

 

【令和5年7月】 

・令和4年11月開催の第9回理工学研究科・理工学部教務委員

会で、学会発表等の評価を各コースのルーブリックにて確認

・検証しており、本項目はすでに対応済である。 

 

R2 ・理工学部の人員の年齢構成、採用計画など理工学部と

大学の将来構想と連動して改善するために、法人に対

して人事計画を要望する必要がある。 

【令和 3 年 12 月】  

・理工学部の人員の年齢構成と将来計画に鑑み、昇任人事を

実施した。引き続き、若手の採用計画立案と採用に向けた人

選と交渉を行う。 

 

【令和 4 年 10 月】 

・令和 3 年度は 5 名のプロジェクト助教を採用し、若手教

員を増やすとともに、7 名の昇任人事を実施した。引き続き、

2 名のプロジェクト助教の採用を予定しているが、さらに若

手の採用計画立案と採用に向けた人選と交渉を行う。 

 

【令和 5 年 7 月】 

・総務企画担当理事に令和 8 年までに 18 名採用する人事計

画を提出した。 
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R4 ・数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制

度における「応用基礎レベル」に準じつつ、社会ニーズ

を踏まえた教育カリキュラムの構築を行う必要があ

る。 また、DX 化に即した教育カリキュラムの推進をす

るため、これに対応した教育組織の改革も必要である。 

【令和 5 年 7 月】 

・理工学部では令和 4 年度入学生から「佐賀大学データサイ

エンス教育プログラム（応用基礎レベル）」を開始した。理工

学部では、卒業要件の必修科目のみでプログラムが構成され

ているため、履修率は 100％である。日本マイクロソフト社

から非常勤講師を招き、令和 5 年 9 月のサブフィールド PBL

演習の中で機械学習の実践的演習を行う予定である。これら

の実績をもとに、令和 5 年 5 月には数理・データサイエンス・

ＡＩ教育プログラム認定制度の応用基礎レベルおよび応用基

礎レベルプラスに申請した。また、「成長分野をけん引する大

学・高専の機能強化に向けた基金による継続的支援：② 高度

情報専門人材の確保に向けた機能強化支援」にも申請した。

応用基礎レベルへの対応は、本支援への申請要件でもある。

さらに、教員組織である「数理部門」と「情報部門」を統合

再編し、新たに「数理・情報部門」を組織化した。 

 

R4 ・国費留学生の優先配置特別プログラム EPGA コースの

完了に伴う、新たな国費留学生獲得のための優先配置

プログラムにより、理工学研究科における外国人留学

生の確保が必要となっている。 

 

【令和 5 年 7 月】 

・ASEAN と日本の共発展を目指す T 型高度人材育成プログラ

ム（EPAT）を新規に申請し、令和 5 年 10 月入学生より設置が

文科省から承認された。なお、令和 5 年 10 月入学に対する

EPAT の国費留学生志願者数は 19 名（博士後期課程 9 名、前

期課程 10 名）であり、募集定員 8 名（博士後期課程 5 名、前

期課程 3 名）を大幅に超える応募から、今後も継続的なプロ

グラム申請の必要がある。 

 

   

研究 R1 ・研究分野によっては、研究基盤としての論文検索デ

ータベースが使えない。 

【令和2年12月】 

・必要最低限な研究ツールは何かを明確にするとともに、分

野間でのリソースの配分、研究基盤の共有化、研究基盤の維

持などを検討する。  

 

【令和3年3月末】  

・必要最低限な研究ツールは何かを明確にするとともに、分

野間でのリソースの配分、研究基盤の共有化、研究基盤の維

持などを検討した。 

 

【令和4年10月】 

・論文検索データベースについては一部の教員が自費を投じ

て利用できるようになったが、金額や大学内の波及効果を考

えると大学が費用を負担するよう交渉を行う。  

 

【令和5年7月】 

・電子ジャーナルの購読費高騰に伴う部局の負担増が検討さ

れているが、研究活動の基盤整備は大学が整える必要がある

と考え、費用負担について引き続き交渉を行う。 

 

R3 ・研究を推進させるため、科研費申請の効率化と採択を

向上させる必要がある。 

 

【令和 4 年 10 月】 

・長年、科研費が獲得できていない教員に申請書の学内査読

を受けるよう提案し、受け入れてもらうように進言した。 

 

【令和 5 年 7 月】 

・理工学部で自主的に構築した査読システムによって、長年

科研費獲得ができていなかった教員も含め、科研費採択の向

上をもたらした。 
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R3 ・教員に対して、各種財団申請の公募情報などを定期的

に周知するなど、外部資金獲得のためのサポートを行

う必要がある。 

【令和 4 年 10 月】 

・定期的にメールで周知した。 

 

【令和 5 年 7 月】 

・申請書の書き方や理工学部 FD 講演会等を開催し、定期的に

周知した。必要に応じて採択実績のある申請書が閲覧可能と

した。 

 

国際

交流 

・ 

社会

貢献 

R4 ・外国人留学生と日本人学生が共学し、環境、エネル

ギー及び健康科学の専門知識を担う人材の育成、また

国際的視野を持った人材の育成に力を入れる。 

【令和5年7月】 

・環境、エネルギー及び健康科学分野を中心した国費・私費

外国人留学生の優先配置を行う新たな特別プログラム（EPAT

)を立ち上げ、留学生を含む優秀な研究学生を受け入れる準

備を整えた。 

 

組織

運営 

R2 ・一般運営経費のうち「教員研究費」項目の金額の据え

置きは依然行われており、論文掲載費が潤沢にあると

はいえない。論文掲載費の補助など検討すべきである。 

【令和 3 年 12 月】  

・コロナ禍の対応として研究費の補助があったが、充分とは

言えない。引き続き、論文掲載費が無料、もしくは安価な論

文誌への投稿を検討するとともに、獲得した外部資金を論文

掲載費に回すなど工夫を検討した。 

 

【令和 4 年 10 月】 

・一般運営経費のうち「教育研究費」項目の金額は据え置き

であり、研究費としては不足している。引き続き、論文掲載

費が無料、もしくは安価な論文誌への投稿を検討するととも

に、獲得した外部資金を論文掲載費に回すなど工夫を検討し

た。 

 

【令和 5 年 7 月】 

・若手研究者に対する論文掲載費支援を実施済みである。 

 

R3 ・研究費の配分時期が遅く、年度初めに研究計画が立て

にくい。おおよその配分額がわかれば、研究計画の立案

と遂行がしやすくなるので、改善が必要である。 

 

【令和 4 年 10 月】 

・年度初めの早期執行に配慮した０配分を行うなど部分的対

応は実施済み。そのほか、必要な研究費執行については予算

委員会等を通じて、検討を行う。 

 

【令和 5 年 7 月】 

・要望の結果、令和 5 年度より評価反映特別経費が年度頭に

配分されることになった。 

 

R3 ・研究時間確保のために、学内各種委員会数や会議開催

の効率化を図る必要がある。 

 

【令和 4 年 10 月】 

・学内用務の軽減を図るため、各種委員会の必要性と学内委

員会の編成見直しを検討した。 

 

【令和 5 年 7 月】 

・各種委員会の必要性を再検討しつつ、学内委員会の編成見

直しを行った結果、大学全体の関係から現委員会の統廃合は

難しい。一方で、ウェブ会議やメール審議などにより、会議

開催の効率化を図った。 
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施設 R2 ・コロナ禍で窓や扉の開閉による換気ができない講義

室に関して、改修補修が必要である。 

【令和3年12月】 

・窓の補修や換気扇の追加などの最低限の改修は緊急に進め

ている。建物入口ではアルコール消毒に加え検温システムが

導入されコロナ禍の安全対応に努めている。 

 

【令和4年10月】 

・窓の補修や換気扇の追加などの最低限の改修は継続的に進

めている。更なる対応については新型コロナのまん延状況の

推移を見ながら中期計画との整合性を取りつつ進める。 

 

【令和5年7月】 

・窓の補修や換気扇の追加などの最低限の改修は、新型コロ

ナのまん延状況の推移を見ながら実施した。また、今後は中

期計画との整合性を取りつつ継続的に進める。 

 

R2 ・コロナ禍により先送りされた大学院棟講義室のプロ

ジェクター更新に関しては、対面授業への回帰に備え

、対応を考える。 

【令和3年10月】 

・更なる対応については新型コロナのまん延状況の推移を見

ながら中期計画との整合性を取りつつ進める。 

 

【令和4年10月】 

・大学院棟の各教室のプロジェクターについて状態確認を行

い、ケーブル破損があった1 

台を修理し、他は交換が必要な状態には至っていないことを

確認した。 

 

【令和5年7月】 

・大学院講義室のプロジェクターの更新を完了させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

 

 

 

 

令和５年度 教育に関する状況と自己評価 

（領域１～領域６） 
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〇項目ごとの分析 

［1-1-1］学部及びその学科並びに研究科及びその専攻の構成（学部、学科以外の基本的組織を設置して

いる場合は、その構成）が、大学及びそれぞれの組織の目的を達成する上で適切なものとなっているこ

と 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部は、2019 年 4 月に改組され、理工学部の目的を達成するコースの構成となっている。また、

理工学研究科は、2019 年 4 月に設置され、理工学研究科の目的を達成するコースの構成となっている。

工学系研究科は、2010 年 4 月改組以来、工学系研究科の目的を達成するコースの構成となっている。 

 

〇優れた点 

 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

【令和 4年度】 

・平成 31（2019）年度の理工学部改組の

検証とともに、入試制度、基礎教育科目

の見直しの検討を行う必要がある。 

【令和 5年 7月】 

・令和 5年 4月に「改組検証タスクフォース」

を立ち上げ、共通基礎科目設立の経緯を含めた

問題点、学生の志望動向、コース配属結果の傾

向などを探り、今後の理工学科の入試とコース

編成などについて検討する計画となった。ま

た、令和 5年 9 月を目処に、その方針を学部に

報告予定である。 

 

□ 検討中 
☑ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

〇項目ごとの分析 

［1-2-1］大学設置基準等各設置基準に照らして、必要な人数の教員を配置していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部の研究活動の展開に必要な教員の人数や年齢構成、採用計画については、理工学部組織運営

員会で検討を行うとともに、大学の将来構想と連動した要望や改善案を学長および理事に提案している。 

基準１－１ 教育研究上の基本組織が、大学等の目的に照らして適切に構成されていること 

・2019 年 4 月に理工学部を改組し、一学科 12 コース制とし、同時に、工学系研究科博士前期課程を

改組し、理工学研究科理工学専攻の一専攻 10 コース制とした．また、2021 年 4 月には工学系研究科

博士後期課程を理工学研究科博士後期課程に改組した．さらに、実践的なデータサイエンスのスキ

ルを備えた人材育成を目指す専門コースを新たに設置することを決め、2023 年 4 月から一学科 13 コ

ース制とする．これら一連の改組は、理工学部に関連したステークホルダーからの要望や期待を反

映させ、社会のグローバル化に対応できる高度な専門的知識と論理的思考力を有する優れた人材育

成を目指して行われている． 

基準１－２ 教育研究活動等の展開に必要な教員が適切に配置されていること 

領域１ 教育研究上の基本組織に関する基準 
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［1-2-2］教員の年齢及び性別の構成が、著しく偏っていないこと 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部教員の性別の構成において、女性教員の割合が低い状況にある。女性教員割合の増加を図る

ため、教員採用における女性限定公募等の方策を講じている。一方で、博士の学位を有する女性研究者

は極めて少ない現状から、長期的な視点での取り組みを実施していくことが求められている。 

 

〇優れた点 

 
〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし  

 

□ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

  

〇項目ごとの分析 

［1-3-1］教員の組織的な役割分担の下で、教育研究に係る責任の所在が明確になっていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・教員の所属組織である理工学系は、学部においては理工学部、大学院においては工学系研究科、理工

学研究科、先進健康科学研究科の教育研究を担っている。 

 

［1-3-2］教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部教授会は、佐賀大学理工学部教授会規程で定められた、理工学部の教育研究に関する重要事

項を審議する組織であり、学部長が議長を務めている。  

・理工学研究科委員会は、佐賀大学大学院理工学研究科委員会規程で定められた、理工学研究科の教育

研究に関する重要事項を審議する組織であり、研究科長が議長を務めている。  

・工学系研究科委員会は、佐賀大学大学院工学系研究科委員会規程で定められた工学系研究科の教育研

究に関する重要事項を審議する組織であり、研究科長が議長を務めている。  

・理工学部の最終的な意思決定は、教授等教員による合議制の教授会がその役割を担うが、理工学部で

の組織運営全般は、学部長、副学部長および１学科内にある７つの構成部門（旧学科）の代表者（部門

長）からなる組織運営委員会が対応している。会議は毎月定期的に開催され、学生の教育研究、教員の

研究活動、組織運営および国際活動など、部局特有の課題を一丸となり取り組んでいる。 

 

［1-3-3］全学的見地から、学長若しくは副学長の下で教育研究活動について審議し又は実施する組織

が機能していること 

・教育研究評議会による「女性教員任用における公募の実施に関する申合せ」に則り、女性教員比率

のさらなる増加を図る公募を行ってきている．また、女性博士の数を増やす取り組みの一環として、

理工学部で活躍するリケジョに関する広報活動を進めている． 

基準１－３ 教育研究活動等を展開する上で、必要な運営体制が適切に整備され機能していること 
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〇優れた点 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

  
〇項目ごとの分析 

［2-1-1］大学等の教育研究活動等の質及び学生の学習成果の水準について、継続的に維持、向上を図

ることを目的とした全学的な体制（以下、「機関別内部質保証体制」という。）を整備していること 

［2-1-2］それぞれの教育研究上の基本組織が、教育課程について責任をもつように質保証の体制が整

備されていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部においては、平成 30 年度以前の入学生を対象とする旧課程では学科を、令和元年度以降の

入学生を対象とする新課程では各コースを基本組織とし、全体を学部が統括する形で内部質保証体制を

定めている。工学系研究科においては各専攻を、理工学研究科においては各コースを基本組織とし、全

体を研究科が統括する形で内部質保証体制を定めている。 

 

［2-1-3］施設及び設備、学生支援並びに学生の受入に関して質保証について責任をもつ体制を整備し

ていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部・工学系研究科・理工学研究科においては、施設及び設備、学生支援並びに学生の受入に関

して、質保証体制を定めている。 

 

〇優れた点 

・教授会および研究科委員会は、原則に則って定期的に開催されている．また、教務、学生、予算等

をはじめ、教育の質保証をマネジメントするための各種専門委員会を設置し、教育研究活動等を展

開する上で必要な体制を整え、常に PDCA サイクルを意識した機能強化に努めている． 

基準２－１ 内部質保証に係る体制が明確に規定されていること 

領域２ 内部質保証に関する基準 
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〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

［2-2-1］それぞれの教育課程について、以下の事項を機関別内部質保証体制が確認する手順を有して

いること 

（１）学位授与方針が大学等の目的に則して定められていること 

（２）教育課程方針が大学等の目的及び学位授与方針と整合性をもって定められていること 

（３）学習成果の達成が授与する学位に相応しい水準になっていること 

［2-2-2］教育課程ごとの点検・評価において、領域６の各基準に照らした判断を行うことが定められ

ていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部・工学系研究科・理工学研究科において、教育課程ごとの点検・評価において、領域６の各

基準に照らした判断を行う規定等が定められている。 

 

［2-2-3］施設及び設備、学生支援、学生の受入に関して行う自己点検・評価の方法が明確に定められ

ていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部・工学系研究科・理工学研究科において、施設及び設備、学生支援、学生の受入に関して行

う自己点検・評価の方法が規程等で定められている。 

 

［2-2-4］機関別内部質保証体制において、関係者（学生、卒業（修了）生、卒業（修了）生の主な雇用

者等）から意見を聴取する仕組みを設けていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部・工学系研究科・理工学研究科の機関別内部質保証体制において、関係者（学生、卒業（修

了）生、卒業（修了）生の主な雇用者等）から意見を聴取する仕組みが整っている。 

 

［2-2-5］機関別内部質保証体制において共有、確認された自己点検・評価結果（設置計画履行状況等

・JABEE 認定制度の元で構築した質保証システムを参照した全学的な内部質保証体制として教育コ

ーディネーター制度が令和元年度より導入されており、理工学部においても教育コーディネーター

を置き、各コースにおいて教育課程の PDCA サイクルを回すための内部質保証関連組織として理工学

部・大学院理工学研究科等教学マネジメント委員会を設置し、質保証に取り組んでいる．また、理工

学部では、高学年生を学習アドバイザーとして、各コースにて採用し、低学年生、特に新入生に対す

る就学上の支援体制が整っている． 

基準２－２ 【重点評価項目】内部質保証のための手順が明確に規定されていること 
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調査において付される意見等、監事、会計監査人からの意見、外部者による意見及び当該自己点検・評

価をもとに受審した第三者評価の結果を含む。）を踏まえた対応措置について検討、立案、提案する手

順が定められていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部・工学系研究科・理工学研究科の機関別内部質保証体制において共有、確認された自己点検・

評価結果を踏まえた対応措置について検討、立案、提案する手順が規程等で定められている。 

 

［2-2-6］機関別内部質保証体制において承認された計画を実施する手順が定められていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部・工学系研究科・理工学研究科の機関別内部質保証体制において承認された計画を実施する

手順が規程等で定められている。 

 

［2-2-7］機関別内部質保証体制において、その決定した計画の進捗を確認するとともに、その進捗状

況に応じた必要な対処方法について決定する手順が定められていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部・工学系研究科・理工学研究科の機関別内部質保証体制において、その決定した計画の進捗

を確認するとともに、その進捗状況に応じた必要な対処方法について決定する手順が規程等で定められ

ている。 

 

〇優れた点 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

［2-3-1］自己点検・評価の結果（設置計画履行状況等調査において付される意見等、監事、会計監査

人からの意見、外部者による意見及び当該自己点検・評価をもとに受審した第三者評価の結果を含む）

を踏まえて決定された対応措置の実施計画に対して、計画された取組が成果をあげていること、又は計

画された取組の進捗が確認されていること、あるいは、取組の計画に着手していることが確認されてい

ること 

・卒業生に対するアンケートによれば、「佐賀大学の教養教育に満足しましたか」と「佐賀大学の学部教

育に満足しましたか」の設問に対して、それぞれ、82％、93％がある程度満足していると回答している。

「佐賀大学の研究室・ゼミでの教育について満足しましたか」と「佐賀大学の大学教育全般に満足しまし

たか」の設問に対して、それぞれ、93％、93％がある程度満足していると回答している。本学部が掲げる

幅広い教養と科学・技術の専門的な素養を持ち、社会の広い分野で活躍できる人材を育成するという目標

の達成を支持している。 

基準２－３ 内部質保証が有効に機能していること 
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【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部・理工学研究科・工学系研究科では部局の教育、研究及び国際交流・社会貢献の 3 領域を対

象とした外部評価として、理工学部・理工学研究科・工学系研究科の自己点検・評価書に基づき、佐賀

大学の職員以外の者による検証と意見聴取を 2 年ごとに実施している。令和 6年 2 月に実施された外部

評価報告書である「令和 5 年度理工学部・理工学研究科・工学系研究科評価意見書」では、「各領域に対

して概ね基準を満たしている」との評価結果を得た。 

 

［2-3-2］機関別内部質保証体制のなかで、点検に必要な情報を体系的、継続的に収集、分析する取組

を組織的に行っており、その取組が効果的に機能していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・大学運営連絡会などの会議において、理工学部・工学系研究科・理工学研究科の月例データに基づい

て報告されていることから、点検に必要な情報を体系的、継続的に収集、分析する取組を組織的に行っ

ており、その取組が効果的に機能している。 

 

［2-3-3］機関別内部質保証体制のなかで、学生・卒業生を含む関係者からの意見を体系的、継続的に

収集、分析する取組を組織的に行っており、その意見を反映した取組を行っていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・事務連絡会議などにおいて、ステークホルダーからのニーズ等の調査報告により、学生・卒業生を含

む関係者からの意見を体系的、継続的に収集、分析する取組を組織的に行っており、その意見を反映し

た取組を行っている。 

 

［2-3-4］質保証を行うに相応しい第三者による検証、助言を受け、内部質保証に対する社会的信頼が

一層向上している状況にあること 

【分析にかかる状況、特色】 

・質保証を行うに相応しい第三者である一般社団法人日本技術者教育認定機構（JABEE）による検証、助

言を受け、理工学部旧 7 学科の内 4学科において、技術者教育プログラムとして継続認定された。これ

ら 4 学科のうち 2 学科（機械システム工学科、電気電子工学科）の在学生と理工学科 3 コース（応用化

学コース、機械エネルギー工学コース、メカニカルデザインコース）の学生に対して令和 4 年度末時点

で認定継続中である。 

 

〇優れた点 

 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 

・ステークホルダーである卒業・修了予定者からのアンケート調査を毎年実施する体制があり、卒業生に

対するアンケートによれば、「佐賀大学の学部教育に満足している」学生が 93％であり、修士課程の修了

予定者も含め、93％の学生が専門的な知識や技能等の修得を実感している。本学部が掲げる幅広い教養

と科学・技術の専門的な素養を持ち、社会の広い分野で活躍できる人材を育成するという目標の達成を支

持している。 

・外部評価として JABEE 審査を定期的に受審する体制がなされており、機械工学部門の 2 コースの教

育課程において JABEE 認証を維持している。これらは、内部質保証のための手順が明確に規定され、理

工学部全教員による PDCA サイクルも含めて自律的な機能が発揮されている結果と考える。 
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□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 
［2-4-1］学部又は研究科その他教育研究上の組織の新設・改廃等の重要な見直しを行うにあたり、機

関別内部質保証体制で当該見直しに関する検証を行う仕組みを有していること 

 

  
〇項目ごとの分析 

［2-5-1］教員の採用及び昇格等に当たって、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績に関す

る判断の方法等を明確に定め、実際にその方法によって採用、昇格させていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、教員人事などの規定等に従って、教員の採用及び昇格等に当たって、教育上、研究上

又は実務上の知識、能力及び実績に関する判断の方法等を明確に定めており、教員の採用・昇格の状況

により、実際にその方法によって採用、昇格させている。 

 

［2-5-2］教員の教育活動、研究活動及びその他の活動に関する評価を継続的に実施していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、教員人事評価などの規定等に従って、教員の教育活動、研究活動及びその他の活動に

関する評価を継続的に実施している。 

 

［2-5-3］評価の結果、把握された事項に対して評価の目的に則した取組を行っていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、毎年、個人評価の結果、把握された事項に対して評価の目的に則した取組を行ってい

る。 

 

［2-5-4］授業の内容及び方法の改善を図るためのファカルティ・ディベロップメント（FD）を組織的に

実施していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、FD 講演会を理工学部教授会前に数回開催しており、授業の内容及び方法の改善を図る

ためのファカルティ・ディベロップメント（FD）を組織的に実施している。 

 

［2-5-5］教育活動を展開するために必要な教育支援者や教育補助者が配置され、それらの者が適切に

活用されていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、教育支援者、教育補助者一覧等のとおり、教育活動を展開するために必要な教育支援

者や教育補助者が配置され、それらの者が適切に活用されている。 

基準２－４ 教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しを行うにあたり、大学としての適

切性等に関する検証が行われる仕組みを有していること 

 

基準２－５ 組織的に、教員の質及び教育研究活動を支援又は補助する者の質を確保し、さらにそ

の維持、向上を図っていること 
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［2-5-6］教育支援者、教育補助者が教育活動を展開するために必要な職員の担当する業務に応じて、研

修の実施など必要な質の維持、向上を図る取組を組織的に実施していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、実験や演習科目の実験補助や演習補助として、毎年大学院生による TA を採用し、教育

支援者、教育補助者が教育活動を展開するために教育活動を展開するために、必要な職員の担当する業

務に応じて、研修の実施など必要な質の維持、向上を図る取組を組織的に実施している。 

 

〇優れた点 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

基準３－１ 財務運営が大学等の目的に照らして適切であること 

基準３－２ 管理運営のための体制が明確に規定され、機能していること 

基準３－３ 管理運営を円滑に行うための事務組織が、適切な規模と機能を有していること 

基準３－４ 教員と事務職員等との役割分担が適切であり、これらの者の間の連携体制が確保さ

れ、能力を向上させる取組が実施されていること 

基準３－５ 財務及び管理運営に関する内部統制及び監査の体制が機能していること 

基準３－６ 大学の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 

 

 

 
〇項目ごとの分析 

［4-1-1］教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備を法令に基づき整備していること 

［4-1-2］法令が定める実習施設等が設置されていること 

・毎年、理工学部ではティーチングポートフォリオ(TP)標準版作成ワークショップ(WS)へ数名（令和 5

年度 4 名）参加しており、また、TP 簡易版作成 WS の更新率は 100%を達成している。これら定期的な

TP 作成や FD 参加は、教員個々人の教育理念やその方法を振り返る機会となり、適切な現場教育に反映

できる体制の構築に反映されている。 

基準４－１ 教育研究組織及び教育課程に対応した施設及び設備が整備され、有効に活用され

ていること 

 

領域３ 財務運営、管理運営及び情報の公表に関する基準（部局は記載不要） 

領域４ 施設及び設備並びに学生支援に関する基準 
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【分析にかかる状況、特色】 

・必要とする実習施設が整備されて、運用規定も整備されている。 

 

［4-1-3］施設・設備における安全性について、配慮していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・建物および施設、設備について必要な安全対策(耐震化、老朽化対策、バリアフリー化)が取られてい

る。また、防犯カメラや外灯の整備等により、安全・防犯面への配慮がなされている。 

 

［4-1-4］教育研究活動を展開する上で必要なＩＣＴ環境を整備し、それが有効に活用されていること 

［4-1-5］大学組織の一部としての図書館において、教育研究上必要な資料を利用可能な状態に整備し、

有効に活用されていること 

［4-1-6］自習室、グループ討議室、情報機器室、教室・教育設備等の授業時間外使用等による自主的学

習環境が十分に整備され、効果的に利用されていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・本学部の各建物に、学生の自主的学習環境が用意されている。なお、コロナ感染症予防の観点から対

面活動の制限や密の回避等により、アクティブラーニング(AL)の機会が減少し、効果的に利用できてい

るかの検証はコロナ禍が去るまでは難しい状況にある。 

 

〇優れた点 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 
〇項目ごとの分析 

［4-2-1］学生の生活、健康、就職等進路に関する相談・助言体制及び各種ハラスメント等に関する相

談・助言体制を整備していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・学生の最初の相談窓口として「チューター制度」が機能しており、定期的に行われるチューター面談

に加えて、必要に応じてオフィスアワーを活用した面談も行われている。ここで解決できない事象は、

佐賀大学学生生活課「なんでも相談窓口」、保健管理センター、キャリアセンター、ハラスメント等相談

窓口などへ繋がれ、最終的な解決に向けた組織的な取り組み体制が整備されている。 

 

・アクティブラーニング(AL)や自主的学習のための環境整備としてプロジェクターの設置、ホワイ

トボードの増設などを進めてきた． 

基準４－２ 学生に対して、生活や進路、課外活動、経済面での援助等に関する相談・助言、

支援が行われていること 
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［4-2-2］学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう、必要な支援を行っているこ

と 

【分析にかかる状況、特色】 

・全学組織である「佐賀大学学生支援室 学生支援室課外活動・生活支援部門」を中心として、課外活

動に対する助言、相談、および情報提供が組織的に行われている。そのほかに、教員個人の取り組みで

はあるが、数名の教員は部活動の顧問を務め、学生に協力して円滑な課外活動の推進を支援している。 

 

［4-2-3］留学生への生活支援等を行う体制を整備し、必要に応じて生活支援等を行っていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・佐賀大学の国際交流の推進を目的として設置された「佐賀大学国際交流推進センター」が中心となり、

生活・各種手続・日本語教育・奨学金情報などの組織的な支援が行われている。また、理工学部では２

名の留学生担当教員が配置されており、留学生のための理工学基礎教育のサポートも行われている。 

 

［4-2-4］障害のある学生その他特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を行う

体制を整備し、必要に応じて生活支援等を行っていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・障害のため修学に困難を抱える学生を集中的に支援する「佐賀大学学生支援室 学生支援室集中支援

部門」が設置されており、学習アドバイス、自己特性の理解・心理検査、進路・就職相談、生活スキル

の相談など様々なケースに対して専門のスタッフが対応している。必要に応じて関係者を含めたサポー

トミーティングや授業時の合理的配慮依頼を行うなど、障害や病気を持つ学生が他の学生と同じように

大学生活を送るための支援も行われている。 

 

［4-2-5］学生に対する経済面での援助を行っていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・奨学金情報の提供や申請手続き等は「佐賀大学学生センター」で行われている。WEB サイトには日

本学生支援機構奨学金、20 件程度の民間・地方公共団体等の奨学金情報が掲載されており、応募受付や

支援を行っている。また、佐賀大学に入学する成績優秀な者については、入学時に奨学生として採用し

て一定の条件の下に在学期間中も給付を継続することにより、学生の勉学意欲及び修学環境の向上並び

に本学学生の模範となるように優れた人材を育成することを目的とする佐賀大学独自の給付型奨学金

である「かささぎ奨学金」を支給している。 

 

〇優れた点 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 

・学修ポートフォリオを活用したチューター指導を基本として、学生生活課や学生支援室と連携し

て学生の就学状況を随時点検している。特に１年生に対しては、組織運営委員会・共通教育委員会

を中心として出席や課題提出状況の確認が逐次行われており、問題を抱える学生の早期発見の早期

発見、およびその後のチューター指導や学生支援室と連携したサポート体制構築につながる実績を

上げている。 
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□ その他 
（    ） 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

［5-1-1］学生受入方針において、「求める学生像」及び「入学者選抜の基本方針」の双方を明示してい

ること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部は、令和５年度にデータサイエンスコースを設置し、1 学科 12 コースから１学科 13 コース

体制となった。理工学部として共通して定める受入方針に加えて、各専門コースで個別に重視する受入

方針も明確に定めている。また、学部入試だけでなく、編入学入試においても受入方針を明確に定めて

いる。さらに、理工学研究科博士前期課程は１専攻 10 コース、博士後期課程は１専攻４コースからな

り、理工学研究科として共通して定める受入方針に加えて、各専門コースで個別に重視する受入方針も

明確に定めている。なお、学部・編入学・研究科すべての学生受入方針において「求める学生像」及び

「入学者選抜の基本方針」の双方を明示している。 

 

〇優れた点 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

〇項目ごとの分析 

［5-2-1］学生受入方針に沿って、受入方法を採用しており、実施体制により公正に実施していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・学生受入方針に沿って、入試の種類と選抜方法を採用しており、面接を行っている入試については、

面接試験（学部・大学院）実施要領を定めている。また、実施要項・実施要領に基づき、公正に学生の

受入を実施している。なお、入学者選抜方法等に変更がある場合は、2 年度前に予告を行っている。令

和７年度入試からの「情報 I」の扱いについては、令和 5 年 3 月 24 日（令和 4 年度末）に予告した。ま

た、令和 5 年度には、大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る

基準５－１ 学生受入方針が明確に定められていること 

特になし。 

基準５－２ 学生の受入が適切に実施されていること 

領域５ 学生の受入に関する基準 
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支援）に選定され、情報分野（データサイエンスコース、知能情報システム工学コース、情報ネットワ

ークコース）の定員が令和 6 年度より 30 名増員され、令和 7 年度より女子枠を設けることとなった。

これに伴う予告を令和 5 年 9 月 22 日に行った。 

 

［5-2-2］学生受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組

を行っており、その結果を入学者選抜の改善に役立てていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・「佐賀大学における学生受入れ及び入学者選抜制度・方法の検証及び改善に関する方針」に基づき、学

生受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組を行っており、必

要に応じて入試制度変更届を入学者選抜方法等専門委員会へ提出している。令和 4 年度は入試制度変更

届を３件提出した。内容は以下の通りである。  

① 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）に選定に伴

う変更。 

② 令和 7 年度特別選抜における普通科系一般枠及び女子枠の設置並びに募集人員の変更。 

③ 一般選抜（前期日程・後期日程）における募集を、従来の理工学科大括りでの募集から、括り枠を

含む 8 つの分野別での募集に変更。 

このように、学生受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組

を行っており、その結果を入学者選抜の改善に役立てている。  

 

〇優れた点 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

【令和４年度】 

平成 31（2019）年度の理工学部改組の検

証とともに、入試制度、基礎教育科目の

見直しの検討を行う必要がある。 

【令和 6年 7月】 

令和 5年 9 月に「改組検証タスクフォース」の

答申を行い、答申をもとに理工学部組織運営委

員会で議論を重ね、令和 6 年 2 月の教授会に

て、令和 8 年度一般選抜（前期日程・後期日程）

における募集を、従来の理工学科大括りでの募

集から、括り枠を含む 8 つの分野別での募集

に変更することを決め、同月の全学の入学試験

□ 検討中 
☑ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

・女子枠の設置 

 学生の多様性を確保するため、女子学生が少ない理工学部の現状を鑑み、理工学部組織運営委員会に

おいて女子枠について議論を重ね、令和 7 年度特別選抜より女子枠を設けることを令和 6 年 2 月の教授

会で決め、同月の全学の入学試験委員会にて変更が認められた。女子枠の導入により、徐々に女子学生

の割合が増加して学生の多様性が改善されていくと考えられる。 

・分野別入試の導入 

 令和 5 年 9 月に「改組検証タスクフォース」の答申を行い、答申をもとに理工学部組織運営委員会で

議論を重ね、令和 6年 2 月の教授会にて、令和 8年度一般選抜（前期日程・後期日程）における募集を、

従来の理工学科大括りでの募集から、括り枠を含む 8 つの分野別での募集に変更することを決め、同月

の全学の入学試験委員会にて変更が認められた。学生のコース配属の希望を可能な限りかなえることに

より、学生の修学意欲が高まり、学生の満足度や通常の修業年限での卒業率が向上することが期待され

る。 
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委員会にて変更が認められた。令和 6 年度には

入試制度変更を見据えた基礎教育科目の見直

しを検討する。また、学生の多様性を確保する

ため、女子学生が少ない理工学部の現状を鑑

み、令和 7 年度特別選抜より女子枠を設けるこ

とを令和 6年 2 月の教授会で決め、同月の全学

の入学試験委員会にて変更が認められた。 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

［5-3-1］実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないこと 

【分析にかかる状況、特色】 

・2023 年度の理工学部における入学定員充足率は 106%（定員 480 名、入学者数 511 名）、編入学定員

充足率は 120%（定員 15 名、入学者数 18 名）である。また、理工学研究科博士前期課程における入学

定員充足率は 103%（定員 167 名、入学者数 172 名）であり、実入学者数が入学定員を大幅に超える

（130%以上）、又は大幅に下回る状況（70％未満）になっていない。一方、理工学研究科博士後期課程

における 2023 年度の入学定員充足率は 80%（定員 20 名、入学者数 15 名）であり、大幅に下回る状況

（70%未満）になっている。ただし、博士後期課程入学者については、EPGA が 3 名、2023 年 10 月入

学生が 1 名、2023 年 10 月入学の EPAT が 5 名、EPAD が 4 名、SIPOP が 2 名おり、これらを加える

と、入学定員充足率は 85%（定員 20 名、入学者数 17 名）であり、大幅に下回る状況（70%未満）には

なっていない。 

 

〇優れた点 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

基準５－３ 実入学者数が入学定員に対して適正な数となっていること 

特になし。 

基準６－１ 学位授与方針が具体的かつ明確であること 

領域６ 教育課程と学習成果に関する基準 
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［6-1-1］学位授与方針を、大学等の目的を踏まえて、具体的かつ明確に策定していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、佐賀大学学士力、および佐賀大学理工学部規則第 1 条に定めた学部・学科の目的に照

らして、学位授与の方針を定めている。学位授与の方針は、学生に身につけさせる学習成果を具体的に

示している他、卒業認定の方法、学位の審査方法について示している。この学位授与の方針は、佐賀大

学ウェブサイト上に掲載され、学内外に広く公開している。また、人材育成に関する社会的要請の変遷

を鑑みながら、不断に学位授与の方針の見直しを行っている。2019 年度理工学部改組に伴い、全面的に

改正を行った学位授与の方針では、理工学科共通の学位授与の方針に加えて、各コースの専門分野に対

応した方針を設けた構成としている。  

・理工学研究科および工学系研究科においても、研究科・専攻の目的に照らして、理工学部と同様に学

位授与の方針を定め、学内外に広く公開するとともに、見直しを行っている。 

 

〇優れた点 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

［6-2-1］教育課程方針において、学生や授業科目を担当する教員が分かりやすいように、①教育課程の

編成の方針、②教育課程における教育・学習方法に関する方針、③学習成果の評価の方針を明確かつ具

体的に明示していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部における教育課程編成・実施の方針は、2019 年度理工学部改組に伴い、全面的に改正を行っ

た。学位授与の方針と同様に、理工学科共通の教育課程編成・実施の方針に加えて、各コースの専門分

野に対応させた方針を設けた構成とし、各コースにおける科目の配置など教育課程の編成、教育の実施

体制、教育・指導の具体的な方法、各授業科目の成績評価の方法、及び佐賀大学学士力との対応を示し

たものであり、学生や授業科目を担当する教員が分かりやすいように、方針を明確かつ具体的に明示し

ている。  

・理工学研究科における教育課程編成・実施の方針は、理工学研究科が設置された 2019 年 4 月に、佐

賀大学大学院理工学研究科規則第 1 条に定めた研究科・専攻の目的に照らして定めた。2022 年度の博

士後期課程追加に伴い一部改正を行った。理工学研究科における教育課程編成・実施の方針は、学位授

・学位授与の方針は、学生に身につけさせる学習成果を具体的に示している他、卒業認定の方法、

学位の審査方法について示している．そして、人材育成に関する社会的要請の変遷を鑑みながら、

不断に見直しを行っている．また、この学位授与の方針は、佐賀大学ウェブサイト上に掲載され、

学内外に広く公開されている． 

基準６－２ 教育課程方針が、学位授与方針と整合的であること 
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与の方針と同様に、博士後期課程においては、博士後期課程理工学専攻共通の教育課程編成・実施の方

針に加えて、各コースの専門分野に対応させた方針を設けた構成とし、博士前期課程においても、博士

前期課程理工学専攻共通の教育課程編成・実施の方針に加えて、各コースの専門分野に対応させた方針

を設けた構成としている。いずれの課程についても各コースにおける科目の配置など教育課程の編成、

教育の実施体制、教育・指導の具体的な方法、および各授業科目の成績評価の方法を示したものであり、

学生や授業科目を担当する教員が解り易いように、方針を明確かつ具体的に明示している。  

・工学系研究科における教育課程編成・実施の方針は、佐賀大学大学院工学系研究科規則第 1 条に定め

た研究科・専攻の目的に照らして、2011 年 3 月に教育課程編成・実施の方針を定めた。工学系研究科に

おける教育課程編成・実施の方針は、各専攻における科目の配置など教育課程の編成、教育の実施体制、

教育・指導の具体的な方法、および各授業科目の成績評価の方法を示したものであり、学生や授業科目

を担当する教員が解り易いように、方針を明確かつ具体的に明示している。 

 

［6-2-2］教育課程方針が学位授与方針と整合性を有していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部の学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針はいずれも佐賀大学学士力に沿ったものであ

り整合性を有している。  

・理工学研究科の教育課程編成・実施の方針は、学位授与の方針に対応して定められており、整合性を

有している。  

・工学系研究科の教育課程編成・実施の方針は、学位授与の方針に対応して定められており、整合性を

有している。 

 

〇優れた点 

 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

［6-3-1］教育課程の編成が、体系性を有していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、「学位授与の方針」「教育課程の編成・実施の方針」を踏まえ、佐賀大学学士力と科目

の対応表を教育課程編成・実施の方針と示すことで、教養教育と専門教育との関係や年次進行の教育課

特になし。 

基準６－３ 教育課程の編成及び授業科目の内容が、学位授与方針及び教育課程方針に則して、

体系的であり相応しい水準であること 
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程の体系性をより明確になるようにしている。また、学年ごとの履修科目を示した「履修モデル」、各コ

ースの開設科目を示した「開講科目一覧」を理工学部学生向けの履修の手引きである「理工学部で何を

学ぶか」に掲載している。2018 年度からは、「学位授与の方針」と科目の対応を示した「カリキュラム

マップ」も「理工学部で何を学ぶか」に掲載することで、教育課程の体系性の理解に役立つよう工夫し

ている。2019 年度の理工学部改組により全面的に改訂したものを「理工学部で何を学ぶか」に掲載して

いる。また、授業科目の体系性と水準を示すコースナンバーを各科目に付して、オンラインシラバスに

て示している。 令和５年度の入学者から、基本教養科目を全分野にわたって履修をすることを卒業要

件とし、幅広い教養を身に付けた人材養成に努めている。 

・理工学研究科では、「学位授与の方針」「教育課程の編成・実施の方針」を踏まえ、「履修モデル」を兼

ねた「カリキュラムマップ」を作成することで体系性を明確に示し、大学院履修案内に掲載している。

また、全ての科目にコースナンバーを付与し、カリキュラムの体系性を明確化している。  

・工学系研究科では、「学位授与の方針」「教育課程の編成・実施の方針」を踏まえ、博士後期課程では

体系性を示す「履修モデル」を作成し、大学院履修案内に掲載している。また、全ての科目にコースナ

ンバーを付与し、カリキュラムの体系性を明確化している。 

 

［6-3-2］授業科目の内容が、授与する学位に相応しい水準となっていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、開講科目の全てのシラバスに授業時間以外の学習について具体的に記載しており、設

置基準の規定を踏まえた科目内容の設定がなされている。教員に対しては、「シラバス作成の手引き」に

より授業時間以外の学習について記載することを求めるとともに、「シラバス点検・改善に関する要項」

に基づき、毎年、次年度開講科目のシラバス内容の点検を実施することで、シラバスの項目が適切に記

載していることを確認している。  

・学力保証のための取組として、2019 年度以降教育コーディネータ制度が導入され、理工学部では、教

育コーディネータを中心として組織した教学マネジメント委員会において、教育目標の達成のための

PDCA サイクルの点検を行っている。こうしたことから、授業科目の内容が、授与する学位に相応しい

水準になっていると判断できる。  

・理工学研究科、および工学系研究科では、開講科目の全てのシラバスに授業時間以外の学習について

具体的に記載しており、設置基準の規定を踏まえた科目内容の設定がなされている。教員に対しては、

「シラバス作成の手引き」により授業時間以外の学習について記載することを求めるとともに、「シラ

バス点検・改善に関する要項」に基づき、毎年、次年度開講科目のシラバス内容の点検を実施すること

で、シラバスの項目が適切に記載していることを確認している。このことから、授業科目の内容が、授

与する学位に相応しい水準になっていると判断できる。 

 

［6-3-3］他の大学又は大学以外の教育施設等における学習、入学前の既修得単位等の単位認定を行っ

ている場合、認定に関する規定を法令に従い規則等で定めていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部については、「佐賀大学学則」23～25 条にて、他の大学又は短期大学における授業科目の履

修等、大学以外の教育施設等における学修、入学前の既修得単位等の認定が定められており、これを受

けて理工学部規則第 9～10 条に同様に定められている。さらに具体的な取扱要領や単位認定方法につい

ては、内規や申合せ等で定められている。  

・理工学研究科、および工学系研究科については、「佐賀大学大学院学則」14、15 条にて他の大学院及

び外国の大学院における授業科目の履修等、および入学前の既修得単位の認定が定められており、これ

を受けて理工学研究科規則第 6、 7 条に同様に定められている。単位認定の要件や取扱要領等について
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は履修細則および内規等で定められている。 

 

［6-3-4］大学院課程（専門職学位課程を除く）においては、学位論文（特定の課題についての研究の成

果を含む）の作成等に係る指導（以下「研究指導」という）に関し、指導教員を明確に定めるなどの指

導体制を整備し、計画を策定した上で指導することとしていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・「理工学研究科規則」第 4 条により、理工学研究科博士前期課程では、主指導教員 1 人及び副指導教

員 1 人、博士後期課程では、主指導教員１名及び副指導教員２名の指導教員をおくことが定められてお

り、また、理工学研究科教育課程編成・実施の方針にも明記されている。さらに、他の大学院等におけ

る研究指導も可能とすることが理工学研究科規則第8条に定められている。研究指導教員の資格、決定、

変更に関する規則が「理工学研究科における研究指導教員及び研究指導補助教員の資格及び審査に関す

る内規」で定められている。  

・「工学系研究科規則」第 3 条により、工学系研究科博士前期課程では、主指導教員 1 人及び副指導教

員 1 人以上、博士後期課程では主指導教員 1人及び副指導教員 2 人以上の指導教員をおくことが定めら

れており、また、工学系研究科教育課程編成・実施の方針にも明記されている。さらに、他の大学院等

における研究指導も可能とすることが工学系研究科規則第7条に定められている。研究指導教員の資格、

決定、変更に関する規則が 2 本の内規で定められている。  

・研究テーマ決定に対する指導、研究計画と実施については、研究指導実施報告書を作成することとし

ており、各学期始めに指導教員が「研究指導計画」を記入し、学期末に学生が「研究実施報告」を記入、

それに対して「研究経過の点検・評価・助言」を指導教員が記入することとなっている。これら一連の

記入内容を主指導教員、副指導教員が毎回相互確認することとしている。この研究指導実施報告書は、

研究指導が適切に行われていたことを確認する根拠資料として修士論文審査時に用いることを「理工学

研究科博士前期課程における学位の授与に関する取扱要項」第 4、5 条で定めており、理工学研究科に

おける入力率は 100%であることが大学運営連絡会で確認されている。  

・研究者としての倫理を涵養するために、各教員に対して、毎年研究室に配属された学生に研究倫理教

本を用いた研究倫理教育の実施を求めている。これは「国立大学法人佐賀大学における公正な研究活動

の推進に関する規程」第３条３項に定められている「学生への研究倫理教育及び啓発の実施」に基づく

ものである。この仕組みにより、2023 年度は卒業研究配属者及び大学院新入生の合計 715 名の既読確認

がなされている。 

 

［6-3-5］専門職学科を設置している場合は、法令に則して、教育課程が編成されるとともに、教育課程

連携協議会を運用していること 

 

〇優れた点 

 

 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

【令和５年度】 

幅広い教養を身に付けた人材を養成

【令和６年７月】 

理工学部履修細則を改正し、令和５年度の入

□ 検討中 
□ 対応中 
☑ 対応済 

・授業内容の水準を適切に保つための「シラバス点検・改善」の実施とともに、教育コーディネー

タを中心として組織した教学マネジメント委員会において、教育目標の達成のための PDCA サイクル

の点検を行っている． 
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するため、中期計画の評価指標とし

て、全学部において基本教養科目の全

分野履修が求められている。 

学者から、基本教養科目を全分野にわたって

履修をすることを卒業要件とした。 

□ その他 
（    ） 

 

 

 
〇項目ごとの分析 

［6-4-1］１年間の授業を行う期間が原則として 35 週にわたるものとなっていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・1 年間の授業を行う期間が 35 週にわたることを原則とすることが、学則第 20 条に定められている。

このことは、2022 年度学年暦により確認できる。 

 

［6-4-2］各科目の授業期間が 10 週又は 15 週にわたるものとなっていること。なお、10 週又は 15 週

と異なる授業期間を設定する場合は、教育上の必要があり、10 週又は 15 週を期間として授業を行う場

合と同等以上の十分な教育効果をあげていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・各授業科目は15週にわたる期間を単位として行うものとすることが、学則第21条に定められている。

このことは 2022 年度学年暦ならびに各科目のシラバスにより確認できる。なお、大学院教養教育プロ

グラム及び自然科学系研究科共通科目では、専門分野の枠を超える幅広い教養を身に付けさせるため、

学生の自由な選択必修科目として、8 週で実施する授業科目（１単位）を開設している。 

 

［6-4-3］適切な授業形態、学習指導法が採用され、授業の方法及び内容が学生に対して明示されている

こと 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部については、授業の形態、授業の方法及び内容について明示することが学則第 18 条で定め

られており、個々の科目についてはシラバスに明示されている。  

・理工学研究科、および工学系研究科については、授業の形態、授業の方法及び内容について明示する

ことが大学院学則第 17 条で定められており、個々の科目についてはシラバスに明示されている。 

 

［6-4-4］教育上主要と認める授業科目は、原則として専任の教授・准教授が担当していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部、理工学研究科および工学系研究科では、専門教育科目の必修及び選択科目のうち各学問分

野の根幹をなす科目を教育上主要と認める授業科目として定義し、専任の教授または准教授が担当して

いる。 

 

［6-4-5］専門職大学院を設置している場合は、履修登録の上限設定の制度（ＣＡＰ制度）を適切に設

けていること ※学校教育学研究科のみ 

 

［6-4-6］大学院において教育方法の特例（大学院設置基準第 14 条）の取組として夜間その他特定の時

間又は期間に授業を行っている場合は、法令に則した実施方法となっていること ※該当する研究科の

み 

基準６－４ 学位授与方針及び教育課程方針に則して、適切な授業形態、学習指導法が採用さ

れていること 
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【分析にかかる状況、特色】 

・大学院設置基準第 14 条に対応して大学院における教育方法の特例を「佐賀大学院学則」第 12 条 2 項

に定めている。  

・理工学研究科、および工学系研究科では、これに対応して教育方法の特例を「理工学研究科規則」第

5 条 2 項に定めており、具体的な実施方法は「佐賀大学大学院理工学研究科における大学院設置基準第

14 条による教育方法の特例の実施要項」に定めている。  

なお、上記の通り、理工学研究科・工学系研究科では、夜間その他特定の時間又は期間の授業に関す

る実施要項を定めているが、これまで夜間やその他時間での授業実施はなされていない。 

 

［6-4-8］教職大学院を設置している場合は、連携協力校を確保していること 

 

［6-4-9］夜間において授業を実施している課程を置いている場合は、配慮を行っていること ※該当

する研究科のみ 

 

〇優れた点 

 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

［6-5-1］学生のニーズに応え得る履修指導の体制を組織として整備し、指導、助言が行われていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・各学期開講前に、教務委員を中心として学年およびコースごとに履修指導のガイダンスを行っている。

これは必修科目である理工リテラシーS1、S2 および S3 の実習課題の一つになっており、全学生に対し

て組織的に行われている履修指導である。また、１年次カリキュラムでは、物理学概説での習熟度別の

クラス編成や数学補講科目の開講など、基礎学力の修得を可能とする体制を整えている。 

 

［6-5-2］学生のニーズに応え得る学習相談の体制を整備し、助言、支援が行われていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・「佐賀大学学士課程における教育の質保証の推進に係るガイドライン」に従い、各学期開始時には学修

ポートフォリオを活用したチューター面談を実施して学生からの要望や相談に対応しており、さらにオ

フィスアワーで随時相談を受け付けられる体制を取っている。またいくつかの授業科目では学習アドバ

・理工学部ではサブフィールド PBL において、自分の専門分野以外にも触れることで広い視野での知

識を深めるとともに、グループに分かれた演習形式の授業により、課題解決能力やプレゼンテーショ

ン能力を養成している． 

基準６－５ 学位授与方針に則して、適切な履修指導、支援が行われていること 
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イザーを任用しており、学生の理解度に応じたきめ細かな学習支援が行われている。 

 

［6-5-3］社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組を実施していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・「佐賀大学キャリアガイダンス実施方針」に従い、初年次の正課教育では大学入門科目Ⅰや理工リテラ

シーS1 でのキャリア教育において、「社会人の基礎知識」や「理工系人材に求められる能力」など全般

的な指導が行われ、各コース進級後はコースでの人材育成目標に沿った指導が、正課教育の理工リテラ

シーS2、S3 や 、正課教育外での就職オリエンテーションや講演会が行われている。 

 

［6-5-4］障害のある学生、留学生、その他履修上特別な支援を要する学生に対する学習支援を行う体制

を整えていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・佐賀大学学生支援室集中支援部門からの要請に応じて、授業関係者および学生委員を集めた「サポー

トミーティング」が随時行われ、支援を要する学生の情報を共有するとともに、専門家の意見を踏まえ

て授業や日常で合理的配慮を行うなど、学生が円滑に学習できる体制を構築している。またこのような

学生には必要に応じて学習サポーターやノートテイカーなどの人的支援も行われる。 

 

〇優れた点 

 

 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

とくになし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

［6-6-1］成績評価基準を学位授与方針及び教育課程方針に則して定められている学習成果の評価の方

針と整合性をもって、組織として策定していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、「佐賀大学学則」第 18 条の 2において、学修の成果に係る評価等にあたり客観性及び

厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示すること等を定めており、これに対応

して「佐賀大学成績判定等に関する規程」第 2 条において、学修到達目標の達成度に対応させた成績の

・１年次の履修状況の点検に特に力を入れており、理工学部組織運営委員会と共通教育委員会が連

携して１年次必修科目の出席や課題提出の状況を逐次確認し、講義担当者やチューターによる指導

に繋げるなどして留年や休学者の予防に努めている．コース配属後は、各コースの教務委員やチュ

ーター教員が主体となり、学習相談や履修指導が行われている． 

基準６－６ 教育課程方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること 
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判定・評価基準を定めている。  

・理工学研究科および工学系研究科では、「佐賀大学大学院学則」第 17 条の 2 において、学修の成果に

係る評価等にあたり客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するこ

と等を定めており、これに対応して「佐賀大学成績判定等に関する規程」第 2条において、学修到達目

標の達成度に対応させた成績の判定・評価基準が定めている。 

 

［6-6-2］成績評価基準を学生に周知していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部では、「学生便覧」ならびに「理工学部で何を学ぶか」において成績評価基準を明示している。

また、各科目個別の到達目標と成績評価基準はシラバスに具体的に明示している。  

・理工学研究科、および、工学系研究科では、「学生便覧」ならびに「理工学研究科履修案内」および「工

学系研究科履修案内」において成績評価基準を明示している。また、各科目個別の成績評価基準はシラ

バスに具体的に明示している。 

 

［6-6-3］成績評価基準に則り各授業科目の成績評価や単位認定が厳格かつ客観的に行われていること

について、組織的に確認していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・教育課程方針に即して、校正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていることを確認し、必要な改

善を行うことは、教育の質を保証していく上で重要であることから、毎年度、各部局で開講科目の成績

評価の分布に基づいて、成績評価等の客観性、厳密性を担保するための組織的な点検を行っている。こ

の点検は教育質保証委員会で行っており、実施状況は成績分布表と点検・報告書の根拠資料により確認

できる。  

・成績評価に関する情報の開示として、試験問題、模範解答、配点等の開示を「佐賀大学における学修

成果にかかる評価の方法と基準の周知及び成績評価に関する情報の開示に関する要項」に定めている。  

・GPA 制度は学生に対するきめ細かな履修指導を実施するため導入されており、GPA の計算期日、通知、

学修指導計画の策定について「佐賀大学における成績評定平均値に関する規程」第 6、11、12 条に定め

ている。GPA 制度の趣旨については「GPA 制度について(学生用説明文)」により学生に周知している。各

学期の GPA 計算期日に GPA を算出後、結果を各部局に配信している。  

・理工学部では、その結果を受けて、「理工学部における GPA を用いた学修指導計画」に基づいて学生の

履修指導を行っている。  

・理工学研究科では、その結果を受けて、「理工学研究科 GPA を用いた学修指導計画」に基づいて学生の

履修指導を行っている。  

・工学系研究科では、その結果を受けて、「工学系研究科 GPA を用いた学修指導計画」に基づいて学生の

履修指導を行っている。 

 

［6-6-4］成績に対する異議申立て制度を組織的に設けていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・学生からの成績評価に関する申立ての手続きは「佐賀大学学生の成績評価の異議申立ての手続きに関

する要項」に定めて、学生便覧に掲載し周知している。これに対応して、理工学部では「佐賀大学理工

学部における成績評価の異議申立てに関する申合せ」、理工学研究科では「佐賀大学大学院理工学研究

科における成績評価の異議申立てに関する申合せ」、工学系研究科では「工学系研究科における成績評

価の異議申立てに関する申合せ」により手続きを定めている。また、理工学部では成績評価の異議申立

ての手続きを「理工学部で何を学ぶか」に掲載し周知している。2022 年度において異議申立てはなかっ
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た。  

・成績評価の根拠となる資料の保存については、「佐賀大学学生の成績評価の異議申立ての手続きに関

する要項」第 3 の 4 に定めている。 

 

〇優れた点 

 

 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 

 

〇項目ごとの分析 

［6-7-1］大学等の目的及び学位授与方針に則して、卒業又は修了の要件（以下「卒業（修了）要件」と

いう。）を組織的に策定していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部学生に対しては、「佐賀大学学則」第 6、 17 条に修業年限及び科目の履修について定め、理

工学部の卒業要件は「理工学部規則」第 11 条に定めている。さらに、専門教育科目に関する細則は「理

工学部履修細則」にて、教養教育科目に関する規則は「教養教育科目履修規程」「教養教育科目履修細則」

にて定めている。  

・卒業認定の審議は、理工学部教授会規程第 3 条(4)および理工学部教務委員会内規第 2 条(3)に定めて

いるように、卒業研究を含めた単位修得状況をもとに理工学部教務委員会で卒業認定審議を行った後、

教授会にて審議を行う。この教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、学位記を授与することが「佐賀

大学学則」第 35 条に定められている。  

・理工学研究科学生に対しては、「佐賀大学大学院学則」第 7、8、18、19、21 条に修業年限及び修了要

件について定め、理工学研究科の修了要件は「理工学研究科規則」第 5 条、「理工学研究科履修細則」に

て定めている。  

・長期履修および短縮修了など標準修業年限からの在学期間の変更に関しては、その審査および手続き

について、「佐賀大学大学院理工学研究科長期履修学生に関する内規」、「佐賀大学大学院理工学研究科

博士前期課程の在学期間の審査に関する申合せ」により定めている。  

・修了認定の審議は、「理工学研究科委員会規程」第 3 条(3)および「理工学研究科教務委員会内規」第

2 条(3)に定めているように、博士前期課程学生に対しては修士論文審査結果を含めた単位修得状況をも

とに理工学研究科教務委員会で修了認定審議を行った後、理工学研究科研究科委員会にて修士論文およ

・全科目のシラバスにおいて、「成績評価の方法と基準」を学生に明示するとともに、開講科目の成

績分布に基づいた組織的な点検を行っている．加えて、学修ポートフォリオに基づく学生指導によ

り、学生自身による学習到達目標の達成度とその評価の理解がなされ、組織的に適正な成績評価が

行われている． 

基準６－７ 大学等の目的及び学位授与方針に則して、公正な卒業(修了)判定が実施されている

こと 
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び最終試験の合否並びに修了認定についての審議を行う。この手続きは、「佐賀大学大学院学則」第 21

条に定められている。  

・修了が認められたものに対して、学長が学位記を授与することを、「佐賀大学大学院学則」第 22 条、

「佐賀大学学位規則」第 19 条に定められている。  

・工学系研究科学生に対しては、「佐賀大学大学院学則」第 7、8、18、19、21 条に修業年限及び修了要

件について定め、工学系研究科の修了要件は「工学系研究科規則」第 4 条、「工学系研究科履修細則」に

て定めている。  

・長期履修および短縮修了など標準修業年限からの在学期間の変更に関しては、その審査および手続き

について、「佐賀大学大学院工学系研究科長期履修学生に関する内規」、「工学系研究科博士後期課程の

在学期間に関する申合せ」、「工学系研究科博士前期課程の在学期間の審査に関する申合せ」により定め

ている。  

・修了認定の審議は、「工学系研究科委員会規程」第 3 条(3)および「工学系研究科教務委員会内規」第

2 条(3)に定めているように、博士前期課程学生に対しては修士論文審査結果を含めた単位修得状況をも

とに工学系研究科教務委員会で修了認定審議を行った後、また、博士後期課程学生に対しては博士論文

審査結果を含めた単位修得状況をもとに工学系研究科コース主任・部門長会議で修了認定審議を行った

後、工学系研究科研究科委員会にて各学位論文および最終試験の合否並びに修了認定についての審議を

行う。この手続きは、「佐賀大学大学院学則」第 21 条に定められている。  

・修了が認められたものに対して、学長が学位記を授与することを、「佐賀大学大学院学則」第 22 条、

「佐賀大学学位規則」第 19 条に定められている。 

 

［6-7-2］大学院教育課程においては、学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査に係る手

続き及び評価の基準（以下「学位論文評価基準」という。）を組織として策定していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学研究科における学位論文の審査に係る手続きは、「佐賀大学学位規則」第 7～16 条、及び「佐賀

大学大学院理工学研究科博士後期課程における課程修了による学位の授与に関する取扱要項」、「佐賀大

学大学院理工学研究科博士前期課程における学位の授与に関する取扱要項」、「佐賀大学大学院理工学研

究科博士前期課程理工学専攻における学位に関する内規」に定めている。  

・学位審査基準については、博士論文については「佐賀大学大学院理工学研究科博士後期課程における

課程修了による学位の授与に関する取扱要項」第 6 条第 2 項および工学系研究科履修案内に明記してい

る。修士論文の審査については、「佐賀大学大学院理工学研究科博士前期課程における学位の授与に関

する取扱要項」第 4 条第 2 項に明記していることに加えて、理工学研究科履修案内に各コースの評価基

準を明記している。  

・修了認定のための修士論文等及び最終試験の合否判定から学位の授与に至るまでの手続きは「佐賀大

学学位規則」第 17～20 条に定めている。単位修得状況を含めた修了認定の審議は、分析項目［6-7-1］

に記載の通りである。  

・工学系研究科における学位論文の審査に係る手続きは、「佐賀大学学位規則」第 7～16 条、及び「佐賀

大学大学院工学系研究科(博士後期課程)における課程修了による学位の授与に関する取扱要項」、「佐賀

大学大学院工学系研究科（博士前期課程）における学位の授与に関する取扱要項」に定めている。  

・学位審査基準については、博士論文については「佐賀大学大学院工学系研究科(博士後期課程)におけ

る課程修了による学位の授与に関する取扱要項」第 6 条第 2 項および工学系研究科履修案内に明記して

いる。修士論文の審査については、工学系研究科履修案内に専攻ごとの評価基準を明記している。  

・修了認定のための修士論文等又は博士論文及び最終試験の合否判定から学位の授与に至るまでの手続

きは「佐賀大学学位規則」第 17～20 条に定めている。単位修得状況を含めた修了認定の審議は、分析項
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目［6-7-1］に記載の通りである。 

 

［6-7-3］策定した卒業（修了）要件（学位論文評価基準を含む）を学生に周知していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部の卒業要件は、履修の手引き「理工学部で何を学ぶか」に掲載しており、ウェブサイトにて

閲覧・ダウンロード可能である。  

・理工学研究科の修了要件は、履修の手引き「理工学研究科履修案内」に掲載しており、ウェブサイト

にて閲覧・ダウンロード可能である。  

・工学系研究科の修了要件は、履修の手引き「工学系研究科履修案内」に掲載しており、ウェブサイト

にて閲覧・ダウンロード可能である。 

 

［6-7-4］卒業又は修了の認定を、卒業（修了）要件（学位論文評価基準を含む）に則して組織的に実施

していること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部における卒業認定の審議は、分析項目［6-7-1］に記載の通り、理工学部教務委員会にて審議

後、理工学部教授会にて審議しており、その議事録と会議資料から手順の通りに審議していることを確

認できる。また、卒業認定と同時に定量化された学士力達成度を教務委員会で確認しており、これによ

って、学士力のもとに定められた学位授与の方針の卒業時における達成を保証し、学位を授与している。  

・理工学研究科における修了認定の審議は、分析項目［6-7-1］に記載の通り、理工学研究科教務委員会

にて審議後、理工学研究科委員会にて審議しており、その議事録と会議資料から手順の通りに審議して

いることを確認できる。特に、修士論文および博士論文の審議にあたっては、該当する全員分の論文審

査及び最終試験結果報告書が会議資料として提出され、博士論文は審査員主査により、修士論文は関連

コース長による審査結果の説明がなされた上で審議を行っている。  

・審査に係る手続きは、「佐賀大学学位規則」第 7～16 条、及び「佐賀大学大学院理工学研究科博士前期

課程における学位の授与に関する取扱要項」、「佐賀大学大学院理工学研究科理工学専攻における学位に

関する内規」に定めている。学位審査基準については、「佐賀大学大学院理工学研究科博士前期課程にお

ける学位の授与に関する取扱要項」第 4 条第 2 項に明記していることに加えて、理工学研究科履修案内

に各コースの評価基準を明記している。  

・学位論文の審査体制、審査員の選考方法については、「佐賀大学学位規則」第 10 条、「佐賀大学大学院

理工学研究科規則」第 13 条に定めており、より詳細な取扱いを「佐賀大学大学院理工学研究科博士前

期課程における学位の授与に関する取扱要項」第 3 条に定めている。  

・工学系研究科における修了認定の審議は、分析項目［6-7-1］に記載の通り、博士前期課程は工学系研

究科教務委員会にて、博士後期課程は工学系研究科コース主任・部門長会議にて審議後、工学系研究科

委員会にて審議しており、その議事録と会議資料から手順の通りに審議していることが確認できる。特

に、修士論文および博士論文の審議にあたっては、該当する全員分の論文審査及び最終試験結果報告書

が会議資料として提出され、博士論文は審査員主査により、修士論文は関連専攻長による審査結果の説

明がなされた上で審議を行っている。  

・学位論文の審査に係る手続きは、「佐賀大学学位規則」第 7～16 条、及び「佐賀大学大学院工学系研究

科(博士後期課程)における課程修了による学位の授与に関する取扱要項」、「佐賀大学大学院工学系研究

科（博士前期課程）における学位の授与に関する取扱要項」に定めている。学位審査基準については、

博士論文については「佐賀大学大学院工学系研究科(博士後期課程)における課程修了による学位の授与

に関する取扱要項」第 6 条第 2 項および工学系研究科履修案内に明記している。修士論文の審査につい

ては、工学系研究科履修案内に専攻ごとの評価基準を明記している。  
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・学位論文の審査体制、審査員の選考方法については、「佐賀大学学位規則」第 10 条、「佐賀大学大学院

工学系研究科規則」第 11 条に定めており、より詳細な取扱いを、博士後期課程は「佐賀大学大学院工学

系研究科(博士後期課程)における課程修了による学位の授与に関する取扱要項」第 3 条、博士前期課程

は「佐賀大学大学院工学系研究科（博士前期課程）における学位の授与に関する取扱要項」第 3 条に定

めている。  

・規程に沿って論文審査員の選出を行っていることが、工学系研究科委員会資料および議事録より確認

できる。 

〇優れた点 

 

 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

 
〇項目ごとの分析 

［6-8-1］標準修業年限内の卒業（修了）率及び「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率、資格取得

等の状況が、大学等の目的及び学位授与方針に則して適正な状況にあること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部における 2023 年度の標準年限内の卒業率は 77.7%であり、2022 年度から微増している。2023

年度の大学院博士前期課程の修了率は、91.0％であり、ぼぼ変化せず高い値を示している。一方、博士

後期課程の修了率は 2020 年度から 26.3%程度と低い値を示し、その要因は社会人学生業務の拡大に伴う

研究時間確保の困難さが影響していると考えられる。一方、「標準修業年限×1.5」年内の学部、大学院

博士前期課程の卒業（修了）率は、2023 年度では、それぞれ 91.0%、92.8%であった。 

・理工学部・理工学研究科における 2022 年度の教員免許取得者数は、中学校免許で 10 名、高等学校免

許で 29 名となっており、微減している。2022 年度の JABEE 認定プログラム修了生は 91 名で、技術士補

が 28 名となっている。 

・理工学部・理工学研究科・工学系研究科における 2022 年度の学会講演発表数は 471 件、発表論文数

が 280 件、受賞件数が 29 件であった。 

・理工学部における 1 年生前学期及び 2 年生後学期に実施している全学統一英語能力テスト（TOEIC）

の結果の比較より、2022 年度（令和 4 年度）、2023 年度（令和 5 年度）の１年生の英語の能力はほぼ一

定であった。 

・理工学部では、外部アセスメント試験である Progress Report on Generic Skills（PROG）を学士力

達成度指標に対する検証用ツールとして試行的に用いており、2023 年度では、経験を積むことで身につ

いた行動特性（コンピテンシー）に関する試験を１年生と３年生に対して実施した。理工学部 1 年生に

ついて、2020 年度から 2023 年度の 4 ヵ年の内、年度別の入学者で吐出した成績の年度はなく、同様な

特になし。 

 

 

基準６－８ 大学等の目的及び学位授与方針に則して、適切な学習成果が得られていること 
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コンピテンシーを持つ学生が入学していることがわかった。いずれの年度においても、課題発見力が田

の項目よりも大きな値であった。 

・2022 年度の標準修業年限内の卒業（修了）率及び「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率、資格

取得等の状況は、大学等の目的及び学位授与方針に則して、おおむね適正な状況にある。 

 

［6-8-2］就職（就職希望者に対する就職者の割合）及び進学の状況が、大学等の目的及び学位授与方針

に則して適正な状況にあること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部、工学系研究科、理工学研究科においては、多様なキャリアパスの提示、企業とのマッチン

グ、各種インターンシップの実施により、学生の就職支援を行っている。2023 年度の就職率は理工学部

全学科、理工学研究科修士課程理工学専攻、工学系研究科博士後期課程とも 100％に達している。卒業

生・修了生の主な就職先は、製造業、情報通信業、建設業を中心に、学術研究や専門・技術サービス業、

教育・学習支援業となっている。理工学部の卒業生のうち、40％以上が博士前期課程へと進学している。

博士後期課程修了者については、大学や公的研究機関等に就職する者が比較的多くなっており、本研究

科が掲げる豊かな学識と高度な専門知識を持ち、学際的立場から自立した研究活動が遂行できる研究

者・技術者を養成するという目標の達成を支持している。 

 2023 年度の就職（就職希望者に対する就職者の割合）及び進学の状況は、大学等の目的及び学位授与

方針に則して、おおむね適正な状況にある。 

 

［6-8-3］卒業（修了）時の学生からの意見聴取の結果により、大学等の目的及び学位授与方針に則した

学習成果が得られていること 

【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部の卒業予定者に対する全学的な共通アンケート等において、学習成果に関連した設問項目に

対して肯定的な回答が多い。例えば、「学部の専門分野に偏りすぎない幅広い教養が身に付きましたか」

と「課題を設定して探求する能力が身に付きましたか」の設問について、それぞれ、86％、91％の学生

がある程度以上身についたと回答している。「佐賀大学の教養教育に満足しましたか」と「佐賀大学の学

部教育に満足しましたか」の設問に対して、それぞれ、82％、93％がある程度満足していると回答して

いる。「佐賀大学の研究室・ゼミでの教育について満足しましたか」と「佐賀大学の大学教育全般に満足

しましたか」の設問に対して、それぞれ、93％、93％がある程度満足していると回答している。本学部

が掲げる幅広い教養と科学・技術の専門的な素養を持ち、社会の広い分野で活躍できる人材を育成する

という目標の達成を支持している。一方、満足をしていない学生も散見しており、学生の希望について

幅広く対応する必要があることも明らかになった。 

・理工学研究科修士課程・博士前期課程 2 年生の修了予定者に対する全学的な共通アンケート等におい

て、学習成果に関連した設問項目に対して肯定的な回答が多い。例えば、大学院修了生を対象とする共

通アンケートにおいて、専門的な知識や技能（95％）について、ややできた以上の回答であった。分析

し批判する能力（88％）、プレゼンテーション技術（89％）、資料や報告書を作成する能力（90％）、研

究能力（93％）、課題を探究する能力（92％）、問題を解決する能力（90％）等については、88％以上の

学生が修得を実感している。2022 年度とほぼ同等の結果ではあったが、研究能力や加地を探求する能

力については数値が向上しており、研究科において大切な研究を通じた教育が効果的であることがわか

った。 

 

［6-8-4］卒業（修了）後一定期間の就業経験等を経た卒業（修了）生からの意見聴取の結果により、大

学等の目的及び学位授与方針に則した学習成果が得られていること 
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【分析にかかる状況、特色】 

・理工学部・理工学研究科・工学系研究科において、数年に一度を目安に実施している卒業（修了）後

一定期間の就業経験等を経た卒業（修了）生からの意見聴取結果においては、専門的な知識や技術と共

に、それらを実践に活かす能力等の設問項目に対して満足度が高くなっており、本学部が掲げる幅広い

教養と科学・技術の専門的な素養を持ち、社会の広い分野で活躍できる人材を育成するという目標の達

成を支持している。 

・機械工学部門では、教育の改善に反映させるため、毎年度、卒業生・修了生の計 2 名に学科の技術者

教育プログラムについて外部評価を依頼している。 

・2020 年度にキャリアセンター主導で卒業（修了）後一定年限を経過した卒業(修了)生に対するアンケ

ート様式と実施体制が整備され、実施されている。尚、2023 年度は実施されていない。 

・2023 年度の卒業（修了）後一定期間の就業経験等を経た卒業（修了）生からの意見聴取の結果により、

大学等の目的及び学位授与方針に則した学習成果がおおむね得られている。 

 

〇優れた点 

 

 

〇改善を要する事項及び改善状況 

改善を要する事項 改善計画・改善状況 進捗状況 

特になし。  □ 検討中 
□ 対応中 
□ 対応済 
□ その他 
（    ） 

 

・理工学部、工学系研究科、理工学研究科の就職率は継続的に 100％を達成した．理工学部卒業生のう

ち、博士前期課程への進学率が 40％を超えた。理工学部卒業時アンケートより、「課題を設定して探求す

る能力が身に付きましたか」の設問に対して、93%が身に付けられたと回答した。また、「佐賀大学の学

部教育に満足しましたか」、「佐賀大学の研究室・ゼミでの教育について満足しましたか」の設問に対し

て、それぞれ 93％、93％が満足していると回答した。理工学部での PROG 試験の結果より、2020 年度

入学生に関して、3 年生時（2022 年度）において、本学 DP に対応する 2-1（現代社会における諸問題を

所属コースの専門分野の立場から考察することができる．）が伸びていた。理工学部・理工学研究科・工

学系研究科における学生の発表論文数は 2021 年度より多く、549 件であった。 


